
【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

Ⅰ－1-1

①啓発・広報
　活動の推進

広報紙や情報誌等に
よる男女共同参画に
関する啓発

・人権啓発にかかる
広報紙の特集記事等

充実

広報広聴課 Ａ

人権メッセージの作
品掲載、てんいち
先生の4コマ漫画掲
載、差別をなくす強
調月間での記事掲
載、平成25年12月
には障がい者の就
労をテーマにした特
集記事を作成する
など広報活動を推
進した。

ア 2 Ａ

シリーズ「人権って何ですか？」
やその時々の特集記事により、
人権について考える機会を設け
ることが出来た。

2

定期的な特集記事の掲載

Ⅰ－1-1

①啓発・広報
　活動の推進

広報紙や情報誌等に
よる男女共同参画に
関する啓発

・人権啓発にかかる
広報紙の特集記事等

充実

人権施策課 Ａ

「人権啓発ポス
ター・標語募集」「差
別をなくす強調月
間」「人権週間」「人
権マンガ　てんいち
せんせい」等、例年
継続的に実施 ウ 2 Ａ

シリーズ「人権って何ですか？」
やその時々の特集記事により、
人権について考える機会を設け
ることが出来た。

2

定期的な特集記事の掲載

Ⅰ－1-1

①啓発・広報
　活動の推進

広報紙や情報誌等に
よる男女共同参画に
関する啓発

・人権パンフレット
の発行

充実

人権施策課 Ａ

・「明るいまち　いこ
ま」→転入者を対象
に配布

・男女共同参画・人
権についての市民
アンケート調査報告
書（概要版）
→Ｈ26.5月作成
　各種研修会にて
活用予定

ウ 2 Ａ

地区別懇談会等で啓発できた

2

Ⅰ－1-1

①啓発・広報
　活動の推進

広報紙や情報誌等に
よる男女共同参画に
関する啓発

・男女共同参画週
間、ＤＶ防止週間等
にかかる広報紙の特
集記事等

充実

広報広聴課 Ａ

男女共同参画週間
にあわせた記事掲
載、平成24年10月
のDVをテーマにし
た特集記事掲載な
ど、広報活動を推
進した。

ア 3

上記Ⅰ-1-2と該当
事業が重複してい
るため。紙面は限ら
れているにも関わら
ず、掲載希望は多
い。このため、虐待
防止、ＤＶ防止、男
女共同参画週間に
あわせた記事と、1
年に複数記事掲載
をするのが困難で
あるため。まとめて
もらうことを希望。

Ｂ

男女共同参画週間や相談の
お知らせ記事は掲載してきた
が、特集として取り扱っていな
い。

1

２年に１回程度の割合での特
集記事の掲載

Ⅰ－1-1

①啓発・広報
　活動の推進

広報紙や情報誌等に
よる男女共同参画に
関する啓発

・男女共同参画週
間、ＤＶ防止週間等
にかかる広報紙の特
集記事等

充実

男女共同参
画プラザ Ｂ

男女共同参画週間
や相談のお知らせ
記事は掲載してき
たが、特集として取
り扱っていない。

アウ 1

２年に１回程度の割
合での特集記事の
掲載

Ｂ

男女共同参画週間や相談の
お知らせ記事は掲載してきた
が、特集として取り扱っていな
い。

1

２年に１回程度の割合での特
集記事の掲載

Ⅰ－1-1

①啓発・広報
　活動の推進

広報紙や情報誌等に
よる男女共同参画に
関する啓発

・男女共同参画プラ
ザのホームページに
よる啓発

充実

男女共同参
画プラザ A

他の情報媒体の活
用やホームページ
内容を充実すること
により、啓発の継続
を図る。

アウ 2 A

ホームページ内容を充実するこ
とにより、啓発の継続を図る。

2

Ⅰ－1-1

①啓発・広報
　活動の推進

広報紙や情報誌等に
よる男女共同参画に
関する啓発

・男女共同参画情報
誌Vivid You&Iの年間
２回発行

充実

男女共同参
画プラザ A

情報誌での情報提
供により、啓発の継
続を図る。

アウ 2 A

情報誌での情報提供により、啓
発の継続を図る。

2

Ⅰ－1-1

②啓発資料の
  収集・作成

女性問題や男女共同
参画に関する図書や
関連資料の収集・提
供

・男女共同参画関連
図書資料の収集等

継続

男女共同参
画プラザ Ｓ

最新、話題の情報
を発信できるよう勤
めており、貸出希望
者も増加している。 1 Ｓ

最新、話題の情報を発信できる
よう勤めており、貸出希望者も
増加している。

1

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

3 



4
【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅰ－1-1

②啓発資料の
  収集・作成

男女共同参画に関す
る意識や実態等の把
握

・市民等アンケート
調査や男女共同参画
プラザ主催講座等開
催時参加者へのアン
ケート調査

充実

男女共同参
画プラザ A

参加者等の意識調
査把握に有効

1 A

参加者等の意識調査把握に有
効

1

Ⅰ－1-1

③啓発行事の
  開催

いこま女と男YOU&I
フェスタ等男女共同
参画イベントや人権
関連イベントの開催

・「人権を確かめあ
う日」記念市民集会､
差別をなくす市民集
会等

充実

人権施策課 Ａ

例年継続的に実施

ウ 2

総合計画指標

講演会等に初めて
参加した参加者の
延べ人数
Ｈ２９→２００人

人権週間における
啓発事業（人権の
つどい）

A 2

Ⅰ－1-1

③啓発行事の
  開催

いこま女と男YOU&I
フェスタ等男女共同
参画イベントや人権
関連イベントの開催

・人権教育講座「山
びこ」､じんけんひろ
ば展

充実

人権施策課 Ｂ

「じんけんひろば
展」は、Ｈ２４年度で
終了

人権教育講座「山
びこ」は、例年継続
的に実施

ウ 2

じんけんひろば講
演会

Ａ

各種研修会、展示会を通じて教
育及び啓発を推進した

2

Ⅰ－1-1

③啓発行事の
  開催

いこま女と男YOU&I
フェスタ等男女共同
参画イベントや人権
関連イベントの開催

・いこま女と男YOU&I
フェスタや男女共同
参画プラザ主催講座

充実

男女共同参
画プラザ A

講座については、
受講希望者が多く、
またリピータも多
い。
フェスタに関して
は、講師等人選の
検討が必要であ
る。

アイウ 2

参加者数６００名
（たけまるホール）

A

講座については、受講希望者が
多く、またリピータも多い。
フェスタに関しては、講師等人選
の検討が必要である。

2

Ⅰ－1-1

④ジェンダー
  にとらわれ
  ない表現の
  推進

ジェンダーにとらわ
れない視点での広報
紙等市の刊行物の点
検と表現の改善

・広報紙記事編集時
の点検

継続

広報広聴課 Ａ

インタビュー記事な
どでは男女比に配
慮し、使用するイラ
ストなども性別に
よってイメージを固
定化した表現や男
女で異なった表現
をしないように注意
している。

ウ 2 Ａ

広報紙記事編集時の点検が実
施できている。

2

広報記事編集時の点検を引き
続き実施

Ⅰ－1-1

④ジェンダー
  にとらわれ
  ない表現の
  推進

ジェンダーにとらわ
れない視点での広報
紙等市の刊行物の点
検と表現の改善

・国の行政刊行物等
の内容・表現の指針
の活用

継続

男女共同参
画プラザ Ｃ

専門性が高く、県、
他市等の状況調査
が必要である。

アウ 2

国の指針を活用す
るなど事業内容を
変更し、啓発に努
める。 Ｃ

専門性が高く、県、他市等の
状況調査が必要である。

2

国の指針を活用するなど事業
内容を変更し、啓発に努め
る。

Ⅰ－1-1

④ジェンダー
  にとらわれ
  ない表現の
  推進

行政文書様式に必要
性のない性別記載欄
を設けない等性同一
性障がい者等への配
慮

・行政文書様式に必
要性のない性別記載
欄を設けない等性同
一性障がい者等への
配慮

継続

総務課 A ウ 2 Ａ

適正な個人情報の収集等を指
導

2

Ⅰ－1-1

④ジェンダー
  にとらわれ
  ない表現の
  推進

講座や研修会の開催
等メディア・リテラ
シー向上のための啓
発や学習機会の提供

・職員研修 継続

人事課 Ａ

メディア・リテラシー
研修の実施

2

－

A

研修受講の機会提供
一般研修、人権研修の実施、各
種研修会への派遣による啓発、
意識付け 2

Ⅰ－1-1

④ジェンダー
  にとらわれ
  ない表現の
  推進

講座や研修会の開催
等メディア・リテラ
シー向上のための啓
発や学習機会の提供

・男女共同参画プラザ
主催講座

充実

男女共同参
画プラザ Ｃ

専門性が高く、受講
対象やテーマに検
討が必要である。

アイウ 2

事業内容を幅広く
捉え、啓発に努め
る。

Ｃ

専門性が高く、県、他市等の
状況調査が必要である。

2

事業内容を幅広く捉え、啓発
に努める。

Ⅰ－1-1

⑤メディアに
  よる女性の
  人権侵害の
  防止

性犯罪や買売春、性
の商品化等につなが
る性表現や暴力表現
を防止する意識の普
及・啓発

・職員、青少年指導
委員による立ち入り
調査、巡回指導

継続

生涯学習課 Ｓ

８中学校区別に巡
回指導を実施する
とともに、一昨年青
少年指導委員会が
発足して以来、駅
前周辺等での校区
を越えた合同巡回
指導を実施した。

ア 2

青少年を犯罪から
守るとともに、巡回
指導回数と巡回指
導参加者の増加を
目指す。

Ａ 2



【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅰ－1-1

⑤メディアに
  よる女性の
  人権侵害の
  防止

テレビ、インター
ネット等メディアに
おける女性の人権と
性に対する正しい知
識の育成・普及

テレビ、インター
ネット等メディアに
おける女性の人権と
性に対する正しい知
識の育成・普及

充実

男女共同参
画プラザ Ｃ

専門性が高く、県、
他市等の状況調査
が必要である。

2

事業内容を幅広く
捉え、啓発に努め
る。

Ｃ

専門性が高く、県、他市等の
状況調査が必要である。

2

事業内容を幅広く捉え、啓発
に努める。

Ⅰ－1-2

①啓発・広報
  活動の推進

広報紙や情報誌等に
よるＤＶ、ストー
カー等の暴力や虐待
防止に関する啓発や
情報提供

・広報紙や女性情報
誌等による虐待や暴
力防止に関する特集
記事等

充実

広報広聴課 Ａ

11月12日～25日の
女性に対する暴力
をなくす運動にあわ
せた記事、11月の
児童虐待防止推進
月間にあわせた記
事、高齢者虐待防
止に関する記事な
どを掲載し、広報活
動を推進した。

ア 2 Ａ

お知らせや相談記事は掲載出
来ている。

2

広報紙への掲載を引き続き実
施

Ⅰ－1-2

①啓発・広報
  活動の推進

広報紙や情報誌等に
よるＤＶ、ストー
カー等の暴力や虐待
防止に関する啓発や
情報提供

・広報紙や女性情報
誌等による虐待や暴
力防止に関する特集
記事等

充実

男女共同参
画プラザ Ａ

お知らせや相談記
事は掲載出来てい
る。

アウ 2

広報紙への掲載を
引き続き実施

Ａ

お知らせや相談記事は掲載出
来ている。

2

広報紙への掲載を引き続き実
施

Ⅰ－1-2

①啓発・広報
  活動の推進

広報紙や情報誌等に
よるＤＶ、ストー
カー等の暴力や虐待
防止に関する啓発や
情報提供

・広報紙や女性情報
誌等による虐待や暴
力防止に関する特集
　記事

継続

子育て支援
総合セン
ター

B

H25.11.1～生駒駅
前でティッシュ配布
H25.11.15広報掲載
H25.11自治会及び
市内各施設へポス
ター、チラシ

2

オレンジキャンペー
ン実施（11月）

A 2

Ⅰ－1-2

①啓発・広報
  活動の推進

夫・パートナーから
の暴力をなくすため
の意識啓発研修会等
の開催

・職員研修 充実

人事課 Ａ

人権問題研修等で
実施

2

－

A

職員人権問題研修の開催
人権教育講座への参加
リバティおおさか視察研修の実
施

2

Ⅰ－1-2

①啓発・広報
  活動の推進

夫・パートナーから
の暴力をなくすため
の意識啓発研修会等
の開催

・男女共同参画プラ
ザ主催講座

充実

男女共同参
画プラザ A

自分を大切に思うこ
とが暴力廃止に繋
がるとの思いから、
講座内容を検討し、
実施 アイウ 2 A

自分を大切に思うことが暴力廃
止に繋がるとの思いから、講座
内容を検討し、実施

2

Ⅰ－1-2

①啓発・広報
  活動の推進

セクシュアル・ハラ
スメント等に関して
の事業者、地域等へ
の啓発活動の推進

・庁内で｢職場におけ
るｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防
止等に関する指
　針｣の運用

充実

人事課 Ａ

職員だより等で周
知

2

－

A

継続して実施

2

Ⅰ－1-2

②暴力防止の
  ための能力
  養成

保育関係者、幼児教
育・学校教育関係者
等への研修の充実

・管理職及び教職員
研修

充実

こども課 A

・全保育所を対象に
防犯教室を実施

2

・全保育所を対象に
1年に1回、防犯教
室を実施

A

前年同様

2

Ⅰ－1-2

②暴力防止の
  ための能力
  養成

保育関係者、幼児教
育・学校教育関係者
等への研修の充実

・管理職及び教職員
研修

変更

教育指導課 A 2 A

教職員の子どもの安全に対する
意識の向上

2

全１２小学校で子ども安全研
修の実施

Ⅰ－1-2

③地域での見
  守りや防止
  等取り組み
  の促進

民生児童委員、青少
年指導委員等関係団
体との連携や研修の
充実

・民生児童委員等関
係団体に対する情報
提供や研修

充実

社会福祉協
議会 A

総会後に研修した
り、８月に全体研
修、新人向け研修

ウ 2 A

民生児童委員との連携強化が
図られている

2

5 
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【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅰ－1-2

③地域での見
  守りや防止
  等取り組み
  の促進

民生児童委員、青少
年指導委員等関係団
体との連携や研修の
充実

・民生児童委員、青
少年指導委員等関係
団体に対する情報提
  供や研修

充実

生涯学習課 A

８中学校区全体で、
年に４回程度の合
同研修会を実施す
るとともに、各校区
でも、研修会等を実
施し、情報提供や
啓発活動を行った。

ア 2

青少年を犯罪から
守るための情報提
供・研修内容の充
実と研修参加者数
の増加を目指す。

Ａ

研修会には毎回60～70名程度
の参加者があり、情報や研修機
会を提供している。

2

Ⅰ－1-2

③地域での見
  守りや防止
  等取り組み
  の促進

民生児童委員、青少
年指導委員等関係団
体との連携や研修の
充実

・参加型子ども安全
研修｢ＣＡＰ｣

充実

教育指導課 A

12校中3校実施

2 A

児童の安全意識の向上と被害
を受けそうになった時の対処法
を身に付ける。

2

全１２小学校で１学年を対象に
実施し、小学校６年間で必ず
講習を受けるようにする。

Ⅰ－1-2

③地域での見
  守りや防止
  等取り組み
  の促進

警察、病院等との連
携体制の整備

・連携システムの構
築

充実

生活安全課 A

・暴力相談　　０件
・子ども１１０番の家
　　　　　　　２６６７
件
・防犯グッズ貸出
　　　　　　　　５８団
体
　帽子　　　２３５８
個
　たすき　　　８５８
本
　腕章(H25~)　８６
本
　合図灯　　　４３６
本

ア 2

総合計画「行政の４
年間の主な取組」
の項目となってい
る。

 
A

市民の意識が高いため

2

Ⅰ－1-2

③地域での見
  守りや防止
  等取り組み
  の促進

警察、病院等との連
携体制の整備

・連携システムの構
築

充実

こども課 A

非常時に警察に直
接通報できる非常
通報設備を設置

4

設置が完了してい
る

A

前年同様

2

Ⅰ－1-2

③地域での見
  守りや防止
  等取り組み
  の促進

児童や高齢者への虐
待に関する意識啓発
や地域での防止の取
り組みの促進

・児童虐待防止のた
めの市民通告義務に
ついての啓発ﾁﾗｼ､ﾎﾟｽ
ﾀｰ等を作成し､市内公
共施設、保育園､幼稚
園､小学校等に配布

充実

子育て支援
総合セン
ター

A

H25.11自治会及び
市内各施設へポス
ター、チラシ

2

　
A

要保護児童対策地域
協議会設置２年目とな
り、関係機関への連携
強化をはかると共に、虐
待防止月間に啓発チ
ラシ配布を行った。 1

11月の児童虐待防止月間に
生駒駅前でオレンジリボン街
頭啓発の実施を検討

Ⅰ－1-3

①暴力相談・
  支援体制の
  充実

・住民基本台帳事務
におけるＤＶ・ス
トーカー被害者支援
措置の実施

・住民基本台帳事務
におけるＤＶ・ス
トーカー被害者支援
措置の実施

継続

市民課 A

ＤＶ・ストーカー被害
者の支援のため、
申出により住民票・
戸籍の附表につい
て申出者本人以外
の取得制限を実施
する

ウ 2

情報漏えいが無い
よう細心の注意を
払う

A

予定通り実施

2

特になし

特になし

Ⅰ－1-3

①暴力相談・
  支援体制の
  充実

法律相談等の相談窓
口の充実

・庁内におけるｾｸｼｭｱ
ﾙ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する相
談窓口

継続

人事課 Ａ

窓口は設置した
が、相談者はいな
かった。

2

－

A

相談件数０件

2

Ⅰ－1-3

①暴力相談・
  支援体制の
  充実

法律相談等の相談窓
口の充実

・各種相談窓口 継続

男女共同参
画プラザ A

法律相談件数４４
件：ＤＶ１３件（Ｈ２５
年度）

ウ 2 A

相談件数５７件（Ｈ２０年度）

2

Ⅰ－1-3

①暴力相談・
  支援体制の
  充実

被害女性の一時保
護、自立支援におけ
る県、民間シェル
ター等との連携、支
援体制の推進

被害女性の一時保
護、自立支援におけ
る県、民間シェル
ター等との連携、支
援体制の推進

継続

男女共同参
画プラザ A

連携が図られてい
る。

2 A

連携が図られている。

2

Ⅰ－1-3

①暴力相談・
  支援体制の
  充実

虐待防止、暴力防止
ネットワークの整備
による関係機関・団
体との情報交換や支
援体制の充実

・子どもを守る地域
ネットワーク「要保
護児童対策地域協議
会」の活用

充実

子育て支援
総合セン
ター

A

月2回実務者会議

年267回　個別ケー
ス検討会議

2

実務者会議（月2
回）、個別ケース検
討会議（毎月1回以
上）

　
A

協議会設置２年目とな
り、関係機関との連携
強化を図った。

1



【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅰ－1-3

①暴力相談・
  支援体制の
  充実

虐待防止、暴力防止
ネットワークの整備
による関係機関・団
体との情報交換や支
援体制の充実

・虐待防止、暴力防
止ネットワークの整
備による関係機関・
団体との情報交換や
支援体制の充実

継続

男女共同参
画プラザ A

連携が図られてい
る。

ウ 2 A

連携が図られている。

2

Ⅰ－1-3

①暴力相談・
  支援体制の
  充実

相談員等の養成や研
修の充実

・男女共同参画プラ
ザ相談員の交流会や
研修会への積極的な
参加

充実

男女共同参
画プラザ A

積極的に関連講座
や研修に参加して
いる。

2 A

積極的に関連講座や研修に参
加している。

2

Ⅰ－1-3

②虐待相談・
  支援体制の
  充実

児童や高齢者等への
虐待に関する相談体
制の充実

・地域包括支援セン
ター等の相談体制

充実

介護保険課 A

市内6か所の地域
包括支援センター
における継続相談
委託。実施対応件
数の増加あり
H23:3,775件
H24：4,474件
H25：6,277件

ウ 2

第6期介護保険事
業計画（平成26年
度策定予定）にお
いて、目標値設定

A

上半期実績
地域包括支援センターによる総
合相談支援　　1,296件
（うち権利擁護に関すること　6
件、高齢者虐待に関すること
10件） 2

地域包括支援センターによる
総合相談支援　　3,010件
（うち権利擁護に関すること
37件、高齢者虐待に関するこ
と　30件）

Ⅰ－1-3

②虐待相談・
  支援体制の
  充実

児童や高齢者等への
虐待に関する相談体
制の充実

・家庭児童相談 充実

子育て支援
総合セン
ター

A

平成25年度新規発
生虐待対応件数２
０３件

2

　
A

相談件数が減少して
いるのではなく算出
方法が変わったため
で、実質上は増加傾
向にある。

2

Ⅰ－1-3

②虐待相談・
  支援体制の
  充実

児童や高齢者等への
虐待に関する相談体
制の充実

・子どもサポートセ
ンター“ゆう”の相
談体制

継続

子育て支援
総合セン
ター

A

相談員　1名増員

4

目標を達成した 　

　
A

家庭児童相談員の
勤務日数が週１日
増加した。

2

Ⅰ－1-3

②虐待相談・
  支援体制の
  充実

児童や高齢者等への
虐待に関する相談体
制の充実

・市教育相談室での
教育相談及び、市内
小中学校でのスクー
ルカウンセラーによ
る相談

充実

教育指導課 A 2 Ａ

学校生活における児童生徒の
悩みや心配事の解決及び教職
員、保護者からの相談への対
応。 2

全８中学校へカウンセラーの
配置。小学校担当カウンセ
ラーを３名配置。

Ⅰ－1-3

②虐待相談・
  支援体制の
  充実

児童や高齢者等への
虐待に関する相談体
制の充実

・市教育相談室での
青少年相談

充実

教育指導課 A 2 Ａ 2

Ⅰ－1-3

②虐待相談・
  支援体制の
  充実

関係機関との連携に
よる虐待を受けてい
る児童や高齢者の保
護等の体制の整備・
充実

・成年後見の申し立
てに係る費用の助・
養護老人ホー・特別
養護老人ホームへの
措置入所

継続

高齢福祉課 A

－ 成年後見申立て　0
件養護老人ホーム
措置入所　21件～
25件

事業を実施する際に
は、性別による人権
侵害や不快な状況を
起こさないなどのさま
ざまな配慮をしている 2

－ 制度の周知を図っ
ていく

－

Ｂ

利用申請者がいないため 上半期実績
成年後見制度利用の支援　　１
件

2

成年後見制度利用の支援
３件

Ⅰ－1-3

②虐待相談・
  支援体制の
  充実

関係機関との連携に
よる虐待を受けてい
る児童や高齢者の保
護等の体制の整備・
充実

・地域福祉権利擁護
事業についての啓発
パンフレット配布、
民生委員への周知

充実

社会福祉協
議会 Ｃ

県の事業のため

ウ 3 A

周知に努め、問合せが多くある

2

Ⅰ－1-3

②虐待相談・
  支援体制の
  充実

関係機関との連携に
よる虐待を受けてい
る児童や高齢者の保
護等の体制の整備・
充実

・相談体制の連携 継続

男女共同参
画プラザ A

関係機関との連携
が図られている。

ウ 2 A

関係機関との連携が図られてい
る。

2

Ⅰ－2-4

①男女共同参
  画と個性の
  尊重を重視
  する保育・
  教育の推進

保育園、幼稚園、学
校における男女共同
参画と個性の尊重を
基本とする保育や教
育の推進

・道徳の時間等にお
いての人権尊重、男
女平等観の育成

継続

こども課 A

日々の保育の中で
人権意識や男女平
等感の意識付けを
行った。 2

今後も継続して、
日々の保育の中で
人権意識や男女平
等感の意識付けを
行う。

A

「人権を確かめあう日」の集いを
実施（公立保育園全園にて毎月
1回）

2

Ⅰ－2-4

①男女共同参
  画と個性の
  尊重を重視
  する保育・
  教育の推進

保育園、幼稚園、学
校における男女共同
参画と個性の尊重を
基本とする保育や教
育の推進

・道徳の時間等にお
いての人権尊重、男
女平等観の育成

継続

教育指導課 A

全小中学校で実施

ア 2 Ａ

「なかま」教材を使用することに
よる人権意識の向上。

2

全小中学校（２０校）におい
て、週１時間の道徳の時間の
実施。

7 
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【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅰ－2-4

①男女共同参
  画と個性の
  尊重を重視
  する保育・
  教育の推進

自立心、自己決定能
力、コミュニケー
ション能力、思いや
り等豊かな心を育成
する保育や教育の推
進

・日々の保育・教育
カリキュラムに盛り
込んだ形での推進

継続

こども課 A

日々の保育で実施

4

保育カリキュラムに
規定されており、あ
えて目標にする必
要はない。 A

日々の保育で実施

2

Ⅰ－2-4

①男女共同参
  画と個性の
  尊重を重視
  する保育・
  教育の推進

自立心、自己決定能
力、コミュニケー
ション能力、思いや
り等豊かな心を育成
する保育や教育の推
進

・日々の保育・教育
カリキュラムに盛り
込んだ形での推進

継続

教育指導課 A

全小中学校で実施

ウ 2 Ａ

各教科及び領域で実施

2

数値目標はなし

Ⅰ－2-4

①男女共同参
  画と個性の
  尊重を重視
  する保育・
  教育の推進

性別にとらわれず、
男女が主体的な選択
を可能にするための
個性や能力を尊重し
た進路・生徒指導の
推進

・職場体験や総合学
習の時間を通して幅
の広い進路選択指導

継続

教育指導課 A

全中学校で実施

2 Ａ

ｷｬﾘｱ教育の充実

2

全中学校(8校)で職場体験の
実施

Ⅰ－2-4

①男女共同参
  画と個性の
  尊重を重視
  する保育・
  教育の推進

男女の人権尊重の理
念のもとに児童・生
徒の発達に応じた性
教育の推進

・日々の保育・教育
カリキュラムに盛り
込んだ形での推進

継続

こども課 A

日々の保育で実施

4

保育カリキュラムに
規定されており、あ
えて目標にする必
要はない。 A

日々の保育で実施

2

Ⅰ－2-4

①男女共同参
  画と個性の
  尊重を重視
  する保育・
  教育の推進

男女の人権尊重の理
念のもとに児童・生
徒の発達に応じた性
教育の推進

・日々の保育・教育
カリキュラムに盛り
込んだ形での推進

継続

教育指導課 A

保健学習で全学校
が実施

イ 2 Ａ

性教育の充実

2

数値目標はなし

Ⅰ－2-4

①男女共同参
  画と個性の
  尊重を重視
  する保育・
  教育の推進

男女混合名簿の実施
等、教育活動の中の
男女共同参画の推進

・男女混合名簿 継続

こども課 A

公立保育所全4園
にて実施

4

築に記載するような
内容ではない。

A

公立保育園全4園にて実施

2

Ⅰ－2-4

①男女共同参
  画と個性の
  尊重を重視
  する保育・
  教育の推進

男女の人権尊重の理
念のもとに児童・生
徒の発達に応じた性
教育の推進

・男女混合名簿 継続

教育指導課 B

中学では男女別で
保健体育の授業を
受けるため、中学
校6校は未実施

20校中14校で実施

ウ 2 Ａ

性差の意識の解消

2

全中学校(8校)において男女
混合名簿の実施

Ⅰ－2-4

①男女共同参
  画と個性の
  尊重を重視
  する保育・
  教育の推進

総合学習や技術家庭
科の時間を活用して
の家事・育児・介護
体験授業の実施

・全中学校での技・
家庭科の男女共修

継続

教育指導課 A

全中学校で実施

ア 2 Ａ

男女協働意識の向上

2

数値目標はなし

Ⅰ－2-4

②男女共同参
  画の視点に
  立った学校
  等運営の推
  進

保育・教育関係者に
対する男女共同参画
に関する研修の充実

・保育・教育関係者
に対する男女共同参
画に関する研修の充
実

充実

こども課 A

県及び市で実施す
る研修に参加

2

今後も、県及び市
で実施する研修に
積極的に参加す
る。 A

現在のところ実績はなし

2

Ⅰ－2-4

②男女共同参
  画の視点に
  立った学校
  等運営の推
  進

保育・教育関係者に
対する男女共同参画
に関する研修の充実

・保育・教育関係者
に対する男女共同参
画に関する研修の充
実

充実

教育指導課 A

夏季研修で各学校
1名以上の参加

ア 2 Ａ

男女共同参画意識の向上

2

数値目標はなし

Ⅰ－2-4

②男女共同参
  画の視点に
  立った学校
  等運営の推
  進

女性教職員の管理職
等への登用の推進

・女性教職員の管理
職等への登用の推進

充実

教育総務課 A

男女共同参画の視
点に立った学校運
営が推進された。

1

女性管理職割合の
県平均を上回る水
準の保持に努め

る。 A

男女共同参画の視点に立った
学校運営が推進された。

1

Ⅰ－2-4

②男女共同参
  画の視点に
  立った学校
  等運営の推
  進

保育や学校教育にお
ける男女共同参画推
進リーダーの養成

・生駒市男女共同参
画施策推進職員部会
の運営

充実

人権施策課 Ａ

例年継続的に実施

2 Ｃ

育友会・ＰＴＡ活動で実施

2

数値目標はなし

Ⅰ－2-4

②男女共同参
  画の視点に
  立った学校
  等運営の推
  進

保育や学校教育にお
ける男女共同参画推
進リーダーの養成

・生駒市男女共同参
画施策推進職員部会
の運営

充実

男女共同参
画プラザ Ａ

幼稚園、保育園を
はじめ、消防本部
からの参加もあった

アウ 2

職員部会に組み込
む検討

Ｃ

積極的な働きかけ不足

2

職員部会に組み込
む検討



【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅰ－2-4

②男女共同参
  画の視点に
  立った学校
  等運営の推
  進

・男女共同参画の視
点に立った保護者会
活動等への働きかけ
の推進

・男女共同参画の視
点に立った保護者会
活動等への働きかけ
の推進

充実

男女共同参
画プラザ Ｃ

働きかけが不足し
ている。

2

現在は職員部会の
部会員ではないの
で、今後は参加を
検討する。 Ｃ

働きかけが不足している。

2

現在は職員部会の
部会員ではないの
で、今後は参加を検
討する。

Ⅰ－2-5

①家庭におけ
  る男女共同
  参画の視点
  に立った教
  育の促進

男女共同参画の視点
に立った家庭教育の
重要性についての啓
発、講座の充実

・各幼稚園等の家庭
教育学級の活動支援

充実

生涯学習課 A

家庭教育学級開設
事業を生駒市立９
幼稚園に委託実施
した。（２６年度か
ら、校区内に市立
幼稚園がない鹿ノ
台校区について
は、奈良佐保短期
大学附属生駒幼稚
園に委託実施して
いる。）

ー
2

子育て支援の推進
と参加者数の増加
を目指す。

Ａ

家庭教育学級生大会には50名
程度参加。
また10学級合計で年間約60回
の講座を開催し、のべ約2,500
名が参加した

2

Ⅰ－2-5

②地域におけ
  る男女共同
  参画の視点
  に立った教
  育の促進

男女共同参画プラザ
主催講座等、男女共
同参画に関する学習
機会の提供

・男女共同参画プラ
ザ主催講座等、男女
共同参画に関する学
習機会の提供

充実

男女共同参
画プラザ A

継続して開催

アウ 2 A

継続して開催

2

Ⅰ－2-5

②地域におけ
  る男女共同
  参画の視点
  に立った教
  育の促進

地域における男女共
同参画推進リーダー
の養成及び男女共同
参画を推進する地域
の市民団体等への助
成支援

・女性リーダー養成
研修

充実

男女共同参
画プラザ B

日本女性会議への
市民派遣事業が廃
止になった

2 A

継続して開催

2

Ⅱ-3-6

①地域におけ
  る慣習等の
  見直しの促
  進

地域や事業者等での
男女共同参画を阻害
する慣行等の見直し
についての啓発

・広報紙での啓発や
情報提供等

充実

男女共同参
画プラザ A

継続して啓発に努
める。

アウ 2 A

継続して啓発に努める。

2

Ⅱ-3-6

①地域におけ
  る慣習等の
  見直しの促
  進

庁内における性別役
割分担意識の是正と
慣行等の見直しの推
進

・職員研修や相談窓
口等

変更

人事課 C

適切な研修を実施
することはできな
かったが、職場内
研修で行われてい
ると認識している。 2

－

A

【再掲】
職員人権問題研修の開催
人権教育講座への参加
リバティおおさか視察研修の実
施 2

Ⅱ-3-6

①地域におけ
  る慣習等の
  見直しの促
  進

庁内における性別役
割分担意識の是正と
慣行等の見直しの推
進

・男女共同参画施策
推進会議等

充実

男女共同参
画プラザ A アウ 2 A 2

Ⅱ-3-6

②男女共同参
  画を阻害す
  る制度の見
  直し

男女共同参画の視点
に立った社会制度や
各種事業の点検

・男女共同参画施策
推進会議等

充実

人権施策課 Ａ

例年継続的に実施

2 Ｓ

男女共同参画社会を築くため、
男女共同参画審議会での点検
や見直しとしての役割が今後も
必要である。 1

Ⅱ-3-6

②男女共同参
  画を阻害す
  る制度の見
  直し

男女共同参画の視点
に立った社会制度や
各種事業の点検

・男女共同参画施策
推進会議等

充実

男女共同参
画プラザ

A

継続実施

アウ 2 A

継続実施

2

Ⅱ-3-6

②男女共同参
  画を阻害す
  る制度の見
  直し

男女別統計の作成な
ど男女共同参画実態
の把握

・国の統計資料等の
収集と情報提供

新規

男女共同参
画プラザ B

フェスタ開催時のア
ンケート調査実施

2 B

フェスタ開催時のアンケート調
査実施

2

Ⅱ-3-7

①市政への関
  心の喚起

女性が市政やまちづ
くり等への関心を高
められるよう啓発の
推進

・参画と協働のまち
づくり（自治基本条
例推進)

継続

市民活動推
進課 Ａ

・市民投票条例案
策定
・参画と協働の指針
策定
・参画と協働の事業
数159件(H25年度)

2

総合計画にて参画
と協働の事業数平
成29年度170件

S

平成21年6月に「生駒市自治基
本条例」を制定することができ
た。

2

同条例の進行管理等を行なっ
ていくために新に「生駒市市民
自治推進会議」を設置。
委員総数10名うち女性委員3
名

9 



10
【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅱ-3-7

①市政への関
  心の喚起

女性が市政やまちづ
くり等への関心を高
められるよう啓発の
推進

・一日環境教室 充実

環境事業課 Ｂ

平成２２年度のみ２
回実施
（Ｈ２２年８月、２３年
３月）

Ｈ２２年８月参加者
１７名
Ｈ２３年３月参加者
１２名

3

年々参加応募者が
減少し、ニーズ少な
いと考えられるた
め。
また、費用対効果も
あまり見込めないた
め。

A

小学生とその保護者をメインの
対象者としており、女性の参加
が多く、ごみの適正排出と減量
化について理解を深めてもらえ
たと思われる。 2

定員の上限があるが、出来る
限り多くの参加者になるように
努める。

Ⅱ-3-7

①市政への関
  心の喚起

市政に対する意見の
効果的な運用体制の
整備

・パブリック・コメ
ントの導入促進

充実

企画政策課 B

平成25年度の部の
仕事目標で1件あた
りの平均提出件数
20件を目標として定
めていたが、目標
に達しなかったた
め。

平成26年3月末時
点
　実施件数：7件
　提出意見数：76件
　（1件あたりの平均
提出件数：約11件） ㋐ 2 A

パブリックコメント手続条例の制
定し、重要施策において市民か
らの意見を反映させた。

2

Ⅱ-3-7

①市政への関
  心の喚起

情報公開制度、行政
評価体制の充実な
ど、市民にわかりや
すい市政の推進

・実施計画策定時の
事務事業評価シート
の導入

継続

企画政策課 B

平成26年度実施計
画から事務事業評
価の記入欄を縮小
したため。

実施計画策定時
に、必要性・有効
性・効率性について
の評価を記入いた
だいている。 ㋐ 2 A

・実施計画などをホームページ
に掲載し、閲覧用の冊子を公民
館等の公共施設に設置を継続
して実施。さらに、各事業の個
票だけでなく、事務事業評価
シート及び資料を公表した。

2

Ⅱ-3-7

①市政への関
  心の喚起

情報公開制度、行政
評価体制の充実な
ど、市民にわかりや
すい市政の推進

・「生駒市の事業と
予算」の冊子作成

継続

企画政策課 A

毎年6月頃に、市民
が納める税金がど
のように使われる
かを分かりやすく説
明する冊子として
「生駒市の事業と予
算」を作成してい
る。

㋐ 2

　

A

公共施設、タウンミーティングで
設置・配布し、市の予算の使い
道について市民にわかりやすく
説明した。

2

Ⅱ-3-7

①市政への関
  心の喚起

情報公開制度、行政
評価体制の充実な
ど、市民にわかりや
すい市政の推進

・情報公開条例の運
用

継続

総務課 A ア 2 Ａ

市政情報コーナーの運営

2

Ⅱ-3-7

②審議会委員
  等への女性
  の参画促進

審議会等への女性委
員の参画目標を４
０％とし、また、女
性委員がゼロの審議
会等の解消

・審議会等委員の選
任等指針の運用

充実

企画政策課 B

審議会等への女性
委員の参加を促進
しているが、目標に
達しなかったため。

平成26年3月末時
点
　審議会等の委員
総数に対する女性
委員の割合：29.6％ ㋑ 2

市の附属機関等の
委員総数に対する
女性委員の割合
平成29年度：31％

A

「審議会等委員の選任等指針」
を見直し、「附属機関等の設置
及び運営に関する取扱指針」を
作成(施行はH20.4.1）。委員の
選考に当たっては、女性の採用
を積極的に図るものとした。

1

女性委員の比率については、
各附属機関等につき40％以上
を目標とする。

Ⅱ-3-7

②審議会委員
  等への女性
  の参画促進

審議会等への女性委
員の参画目標を４
０％とし、また、女
性委員がゼロの審議
会等の解消

・庁内文書等での啓
発

継続

男女共同参
画プラザ Ｓ

庁内での意識が浸
透している

2

40%

Ｓ

庁内での意識が浸透している

2 40%

Ⅱ-3-7

③市女性職員
  の職域拡大
  と管理監督
  者への登用
  の推進

男女の職域の相互拡
大による能力の活用
の促進

・職員採用募集時の
機会均等､女性消防団
員等の採用

継続

消防本部総
務課 Ａ

職員の採用につい
ては、採用の資格
要件に男女別を問
わずに実施してい
る。
女性消防団員につ
いては、増員に伴
い、市広報紙及び
ホームページ等を
利用して公募を実
施した結果、退団に
よる入団と増員によ
る入団で計８名の
女性団員を採用し
た。

ウ 2 B

・新規職員募集時に性別限定
無しとしたが、女性の応募は
無し。
・女性団員について、定員（13
名）に欠員が生じた時に補充。

2

当該事業等の該当時に継続し
て実施。

Ⅱ-3-7

③市女性職員
  の職域拡大
  と管理監督
  者への登用
  の推進

女性職員の昇任選考
試験の受験の奨励や
管理職の登用の推進

・女性登用の積極的
推進

継続

人事課 Ａ

女性管理職
平成２４年度　２８
人
↓
平成２５年度　３６
人

2

－

A

管理職女性比率
　H21.4.1現在　21.1%
　　　　　　（174人中女性21人）
係長昇任試験受験者女性比率
　H21年度　36%
            （25人中女性9人）

2



【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅱ-3-7

③市女性職員
  の職域拡大
  と管理監督
  者への登用
  の推進

研修や能力開発の男
女の機会均等と男女
共同参画の視点に
立った職務配置の推
進

・研修や能力開発の
男女の機会均等と男
女共同参画の視点に
立った職務配置の推
進

充実

人事課 Ａ

平成２６年度から全
職員に人事評価制
度を導入することに
より、職員の能力･
実績を適正に評価
することにより、そ
の意欲と能力の発
揮を促すとともに、
適材適所の人事配
置を推進

2

－

A

継続して実施

2

Ⅱ-3-7

④事業者等に
  おける経営
  ・方針決定
  過程への女
  性の参画促
  進

事業者における女性
の管理職登用や職域
拡大、それに伴う能
力開発への積極的な
取り組み促進のため
の啓発、情報提供

・商工会議所等を通
じた啓発

継続

経済振興課 A

　 ・生駒商工会議所
講演会の実施
・生駒商工会議所
女性部と奈良商工
会議所女性会合同
講習会の実施
・パンフレットの配
布

2 A

商工会議所主体で実施

3

・企業人権教育推進協議会が
解散したため　　　・商工会議
所でも同様の事業を行ってい
るため

Ⅱ-3-7

⑤地域活動に
  おける方針
  決定過程へ
  の女性の参
  画促進

自治会等各種団体に
おける方針決定の場
への女性の参画促進
と女性リーダーの養
成

・自治会等各種団体
へ方針決定過程への
女性の参画促進に関
する情報提供

継続

男女共同参
画プラザ C

情報提供する機会
が少ない

アウ 4

情報提供する機会
が少ない

C

今年度の自治会役員研修会
を9/3に開催し、「生駒市自治
基本条例について｣講演及び
「高齢者虐待」に関する啓発映
画を実施 4

今年度の自治会役員研修
会 を9/3に開催し、「生駒
市自治基本条例について｣
講演及び「高齢者虐待」に
関する啓発映画を実施

Ⅱ-3-8

①女性の自
立・エンパ
ワーメントに
向けた環境整
備

女性のエンパワーメ
ントに向けた意識啓
発と学習活動への支
援

・女性のエンパワー
メントに向けた意識
啓発

充実

男女共同参
画プラザ A

多数参加してももら
えるように広報すべ
きである。

アウ 2 A

多数参加してももらえるように広
報すべきである。

2

Ⅱ-3-8

②チャレンジ
  事例の収集
  ・紹介

起業家、研究者、技
術者等、従来女性が
少なかった分野で活
躍している女性の把
握と紹介

・男女共同参画情報
誌 Vivid
　You&I の特集記事
の掲載

充実

男女共同参
画プラザ C

県レベルで実施し
ているケースが多
く、市レベルでは情
報収集が困難

アウ 2

記事内容を工夫し
情報発信の推進

C

県レベルで実施しているケー
スが多く、市レベルでは情報
収集が困難

2

記事内容を工夫し情報発信
の推進

Ⅱ-3-8

②チャレンジ
  事例の収集
  ・紹介

子育てや介護をしな
がら地域活動等で活
躍している女性の把
握と紹介

・男女共同参画情報
誌 Vivid You&I の特
集記事の掲載

充実

男女共同参
画プラザ Ｃ

県レベルで実施し
ているケースが多
く、市レベルでは情
報収集が困難 アウ 2

記事内容を工夫し
情報発信の推進

Ｃ

県レベルで実施しているケー
スが多く、市レベルでは情報
収集が困難

2

記事内容を工夫し情報発信
の推進

Ⅱ-3-8

③関係機関・
  団体等との
  ネットワー
  ク化と情報
  の提供

関係機関・団体等と
の連携による女性の
チャレンジを支援す
るための各種情報の
提供

・関係機関・団体等
との連携による女性
のチャレンジを支援
するための各種情報
の提供

充実

男女共同参
画プラザ A

情報提供に努めて
いる。

2 A

情報提供に努めている。

2

Ⅱ-4-9

①啓発・広報
  活動の推進

労働に関する権利や
救済手段の知識を身
につけることのでき
る講座の開催

・ポスター、パンフ
レット等による啓発

継続

経済振興課 A

ポスター、パンフ
レット等による啓発

3

主体が別

C

事業主体は国に帰属

2

Ⅱ-4-9

①啓発・広報
  活動の推進

事業主を対象とし
た、男女格差を解消
する雇用管理上の義
務や職場慣行の見直
し等についての啓発

・ポスター、パンフ
レット等による啓発

継続

経済振興課 A

ポスター、パンフ
レット等による啓発

2 C

事業主体は国に帰属

2

Ⅱ-4-9

①啓発・広報
  活動の推進

雇用機会や職場にお
ける待遇など男女共
同参画推進のための
労働関係法の趣旨や
内容の周知

・ポスター、パンフ
レット等による啓発

継続

経済振興課 A

ポスター、パンフ
レット等による啓発

2 A

ポスター掲示及びパンフレット等
の設置により周知

2

Ⅱ-4-9

①啓発・広報
  活動の推進

男女共同参画を進め
る事業所の表彰制度
の導入と実践例など
情報提供の推進

・男女共同参画を進
める事業所の実践例
紹介等の情報提供に
よる啓発

新規

男女共同参
画プラザ C

・一部は商工会議
所で実施
・行政が、事業所の
業務内容等につい
て把握するには限
界がある

アウ 2 C

・一部は商工会議所で実施
・行政が、事業所の業務内容
等について把握するには限界
がある

2

11 
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【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅱ-4-9

②性別にとら
  われない労
  働観教育の
  推進

学校、家庭、地域に
おいて性別にとらわ
れない就労意識、職
業選択意識を持てる
ような指導、情報提
供の推進

・職員啓発紙、男女
共同参画情報誌等に
よる啓発

充実

男女共同参
画プラザ Ｃ

内容を検討し、関係
機関との連携が必
要

アウ 1 Ｃ

内容を検討し、関係機関との
連携が必要

1

Ⅱ-4-10

①就職等への
  支援

関係機関・団体等の
連携を強化し、女性
の職業能力開発や技
術・資格取得の機会
の提供

・２１世紀職業財団
との共催による女性
の雇用促進のための
講座

充実

男女共同参
画プラザ B

パンフレット等によ
る情報提供や啓発
の実施

2 B

パンフレット等による情報提供
や啓発の実施

2

Ⅱ-4-10

①就職等への
  支援

学生の就業意識を高
めるため、インター
ンシップ等の就業体
験の場の提供

・学生の就業意識を
高めるため、イン
ターンシップ等の就
業体験の場の提供

継続

人事課 Ａ

8/8～8/23までイン
ターンシップ生４名
受け入れ

1

平成26年度から技
術職のインターン
シップを公募で実施

A

インターンシップによる就業の場
の提供
Ｈ21.7.31～8.12
　　３人受入れ 2

Ⅱ-4-10

①就職等への
  支援

関係機関との連携に
よる求人情報等の情
報の収集・提供によ
る再就職支援

・ハローワーク奈良
からの情報誌「ハ
ローチャンネル」
　「ワークチャンネ
ル」及びしごとｉセ
ンターのパンフレッ
トの窓口設置

継続

経済振興課 A

ハローワーク奈良
からの情報誌「ハ
ローチャンネル」
「ワークチャンネル」
及びしごとｉセンター
のパンフレットの窓
口設置 2 A

・事業の主体は、「ふるさと生駒
ハローワーク」による

2

数値等を設定できる業務では
ない

①就職等への
  支援

ひとり親家庭の親な
ど、母親が就労しや
すい条件を整え、自
立しやすい環境を作
るための支援

・母子自立支援制度
に基づく事業の実施

継続

こども課 A

（H26）
自立支援教育訓練
給付5件
高等職業訓練促進
給付金14件 4

Ⅲ-7-11①と重複

Ⅱ-4-10

①就職等への
  支援

乳幼児等のいる女性
の就職活動支援のた
めの保育サービスの
提供

・ファミリーサポー
ト事業

継続

子育て支援
総合セン
ター

A

依頼会員　567人
援助会員　167人
両方会員　 70人
　計　　　　　804人
年間活動回数
　　　　　　2,379回

2

ファミリー・サポート
事業 の利用数の増
加3,200回（H29）

　
A

会員登録継続意思の
再確認を実施すると共
に、援助会員の募集を
団塊の世代の方々が
増えるシルバー人材
センターにも広げた。

2

県シルバー人材研修に
子育て支援のコースが
あることから、修了者を
ファミリーサポート援助
会員への登録を依頼す
る。

Ⅱ-4-10

①就職等への
  支援

シルバー人材セン
ター事業の推進

・シルバー人材セン
ター事業の推進

継続

高齢福祉課 A

－ H22年度　　　832人
H23年度　　　822人
H24年度　　　865人
H25年度　　　875人

事業を実施する際に
は、性別による人権
侵害や不快な状況を
起こさないなどのさま
ざまな配慮をしている 2

－ 高齢者の増加に伴
い、生きがい対策
や社会参加とともに
退職後などの就労
機会の提供を行う

－

A

会員数が増加傾向にある

2

27年度会員数　　1200人

Ⅱ-4-10

②商工自営業
  や農業にお
  ける女性の
  地位向上と
  男女のﾊﾟｰﾄ
  ﾅｰｼｯﾌﾟの確
  立

女性の商工業、農業
における技術・経営
管理能力の向上

・商工会議所主催事
業

継続

経済振興課 C

県等の情報の収集
と提供

3

主体が別

C

商工会議所主体で実施

3

商工会議所主体で実施

Ⅱ-4-10

②商工自営業
  や農業にお
  ける女性の
  地位向上と
  男女のﾊﾟｰﾄ
  ﾅｰｼｯﾌﾟの確
  立

商工自営業や農業に
従事する女性の健康
面、労働状態等の実
態の把握

・県等の情報の収集
と提供

新規

経済振興課 C

県等の情報の収集
と提供

3

主体が別

C

調査対象を設定できるような
データがない

3

廃止

Ⅱ-4-10

②商工自営業
  や農業にお
  ける女性の
  地位向上と
  男女のﾊﾟｰﾄ
  ﾅｰｼｯﾌﾟの確
  立

商工自営業に従事す
る女性の情報交換及
びネットワークづく
りの支援

・商工会議所主催事
業

継続

経済振興課 A

・生駒商工会議所
女性部及び奈良商
工会議所女性会の
情報交換会の開催
・生駒商工会議所
役員会・女性部に
「生駒市男女共同
参画情報誌Vivid
You&I」の配布

2

・生駒商工会議所
女性部及び奈良商
工会議所女性会の
情報交換会の開催
・生駒商工会議所
役員会・女性部に
「生駒市男女共同
参画情報誌Vivid
You&I」の配布

C

商工会議所主体で実施

3

商工会議所主体で実施



【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅱ-4-10

③女性の起業
  支援

関係機関との連携に
よる起業希望者への
技術情報及び学習機
会等の提供

・関係機関との連携
による起業希望者へ
の技術情報及び学習
機会等の提供

継続

男女共同参
画プラザ B

パンフレット等によ
る情報提供

2 B

パンフレット等による情報提供

2

Ⅱ-4-10

③女性の起業
  支援

女性起業家との交流
機会の提供

・商工会議所主催事
業

継続

経済振興課 S

女性限定起業家セ
ミナー

1

女性優先起業家セ
ミナー

C

商工会議所主体で実施

3

商工会議所主体で実施

Ⅱ-4-11

①啓発・広報
  活動の推進

事業主に対する労働
時間短縮や休業制度
の運用促進を図るた
めの啓発

・ポスター、パンフ
レット等による啓発

継続

経済振興課 A

主体が別にある ポスター・パンフ
レット等による啓発

3

主体が別

A

国等の指導や啓発等により周
知されている

2

Ⅱ-4-11

①啓発・広報
  活動の推進

母性保護の充実につ
いての事業主等への
啓発

・ポスター、パンフ
レット等による啓発

継続

経済振興課 C

該当無し(主体は
別）

3

主体が別

A

国等の指導や啓発等により周
知されている

2

事業主体は国に帰属

Ⅱ-4-11

②労働に関す
  る相談体制
  の整備

関係機関との連携に
よる労働に関する相
談窓口の設置

・ハローワーク、労
働基準監督署等の相
談窓口の紹介

継続

経済振興課 A

ハローワーク、労働
基準監督署、女性
センター等の発行
するチラシ、ポス
ター等の窓口設置 2

ハローワーク、労働
基準監督署、女性
センター等の発行
するチラシ、ポス
ター等の窓口設置 A

「ふるさと生駒ハローワーク」相
談窓口の充実

2

数値等を設定できる業務では
ない

Ⅱ-4-11

②労働に関す
  る相談体制
  の整備

関係機関・関係課と
の連携強化による労
働関係情報の収集と
提供

・ハローワーク、労
働基準監督署、女性
センター等の発行す
　るチラシ、ポス
ター等の窓口設置

継続

経済振興課 A

ハローワーク、労働
基準監督署等の相
談窓口の紹介

2

ハローワーク、労働
基準監督署等の相
談窓口の紹介

A

ハローワークならからの求人情
報紙等の設置

2

数値等を設定できる業務では
ない

Ⅱ-4-11

②労働に関す
  る相談体制
  の整備

セクシュアル・ハラ
スメントの防止に関
する啓発

・ポスター、パンフ
レット等による啓発

継続

経済振興課 A

ポスター、パンフ
レット等による啓発

3

主体が別

A

一般的に周知されている

2

事業主体は国に帰属

Ⅱ-4-11

②労働に関す
  る相談体制
  の整備

働く女性の交流・連
携の促進

・商工会議所主催事
業

継続

経済振興課 A

生駒商工会議所の
女性部及び奈良商
工会議所女性会の
情報交換会の開催 1

女性優先起業家セ
ミナー

C

商工会議所主体で実施

3

商工会議所主体で実施

Ⅱ-4-11

③多様な就業
  形態に関す
  る就業環境
  の改善

市民、労働者、事業
主等に対する多様な
就業形態に関わる法
律等の周知

・ポスター、パンフ
レット等による啓発

継続

経済振興課 A

ポスター、パンフ
レット等による啓発

3

主体が別

C

事業主体は国に帰属

2

Ⅱ-4-11

③多様な就業
  形態に関す
  る就業環境
  の改善

関係機関と連携し、
事業主に対する労働
条件向上への働きか
け

・ポスター、パンフ
レット等による啓発

継続

経済振興課 A

ポスター、パンフ
レット等による啓発

2 A

ポスターの掲示及びパンフレット
等の設置により周知

2

Ⅱ-4-11

③多様な就業
  形態に関す
  る就業環境
  の改善

パートタイム労働者
等の労働条件向上へ
の普及・啓発

・ポスター、パンフ
レット等による啓発

継続

経済振興課 A

ポスター、パンフ
レット等による啓発

3

主体が別

A

ポスターの掲示及びパンフレット
等の設置により周知

2

Ⅱ-5-12

①子育て支援
  サービスの
  充実

保育施設の拡大 ・計画的な保育園の
新築・増改築

充実

こども課 S

学研まゆみ保育
園、うみ保育園、あ
いづ壱分保育園、
ソフィア東生駒保育
園、いちぶちどり保
育園、ソフィア東生
駒保育園分園の整
備

2

待機児童の多い北
地区に新たに保育
所を整備する。

A 2

13 



14
【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅱ-5-12

①子育て支援
  サービスの
  充実

保育施設の拡大 ・民間保育所への運
営補助

充実

こども課 S

私立保育所13園に
対して運営補助を
実施。

4

あえて、実施計画
に掲載するような内
容ではない。

A

年度末に補助を実施

2

Ⅱ-5-12

①子育て支援
  サービスの
  充実

認可外保育への支援
や病後時保育等保育
サービスの充実

・病後児保育、延長
保育

充実

こども課 S

阪奈中央病児保育
園開園、学研まゆ
み保育園・うみ保育
園・ソフィア東生駒
保育園・いちぶちど
り保育園で体調不
良児対応型病後児
保育を実施。

2

病児保育の利用者
数（H25は383人）を
年間800名が利用
するようPRする。

S

公立保育園において、土曜日の
保育時間を午後6時まで延長

1

Ⅱ-5-12

①子育て支援
  サービスの
  充実

認可外保育への支援
や病後時保育等保育
サービスの充実

・一時保育、休日保
育の検討

継続

こども課 A

あいづ生駒保育
園、はな保育園、学
研まゆみ保育園、う
み保育園、ソフィア
東生駒保育園、い
ちぶちどり保育園で
一時預かり保育実
施
はな保育園で休日
保育実施

1

今後も保育所整備
が行われる際は、
一時預かり事業の
実施を求めていく。

A

前年同様に実施

2

Ⅱ-5-12

①子育て支援
  サービスの
  充実

子育て家庭に対する
子育て支援サービス
の充実

・子育て短期支援事
業(ショートステイ・
トワイライトステイ)

変更

子育て支援
総合セン
ター

A

ショートステイ5人、
延45人利用

2 A

ショートステイ２件２人のべ１４人

2

Ⅱ-5-12

①子育て支援
  サービスの
  充実

在宅保育者に対する
子育て支援サービス
の充実

・ファミリーサポー
ト事業

継続

子育て支援
総合セン
ター

A

依頼会員　567人
援助会員　167人
両方会員　 70人
　計　　　　　804人
年間活動回数
　　　　　　2,379回

2

ファミリー・サポート
事業 の利用数の増
加3,200回（H29）

　
A

会員登録継続意思の
再確認を実施すると共
に、援助会員の募集を
団塊の世代の方々が
増えるシルバー人材
センターにも広げた。

2

県シルバー人材研修に
子育て支援のコースが
あることから、修了者を
ファミリーサポート援助
会員への登録を依頼す
る。

Ⅱ-5-12

①子育て支援
  サービスの
  充実

学童保育、子どもの
居場所づくり事業等
放課後児童健全育成
事業の充実

・学童保育 充実

こども課 S

学童保育所21カ所
入所児童数1,010名

1

学童保育運営協議
会の事務局として
運営を行っていくと
ともに民間学童へ
の運営補助を行っ
ていく。、

S

学童保育所１５学童
児童数８９８人（４月２日現在）

1

平成２２年度中に２０学童にす
る予定

Ⅱ-5-12

①子育て支援
  サービスの
  充実

学童保育、子どもの
居場所づくり事業等
放課後児童健全育成
事業の充実

・「放課後子ども教
室」の運営

充実

生涯学習課 Ａ

生駒市内の小学校
３校で実施

ー
2

安心・安全な居場
所作りと参加者の
増加を目指す。

Ａ

平成19年度参加者のべ434名
平成20年度参加者のべ736名

2

Ⅱ-5-12

①子育て支援
  サービスの
  充実

ひとり親家庭や障が
い児及びその保護者
などに対する支援の
充実

・ひとり親家庭一日
レクリエーション

充実

社会福祉協
議会 A

平成２５年
和歌山マリーナシ
ティ・ポルトヨーロッ
パ ウ 2 A

周知されていて、応募も多数あ
る

2

Ⅱ-5-12

①子育て支援
  サービスの
  充実

ひとり親家庭や障が
い児及びその保護者
などに対する支援の
充実

・児童デイサービス 充実

障がい福祉
課 Ａ

児童発達支援及び
放課後等デイサー
ビスとして支給決定
した。

1

児童デイサービスか
ら児童発達支援及び
放課後等デイサービ
スに制度移行

A

障害者自立支援法に基づく「児
童デイサービス」の実施
　上半期利用人数　２６８名

2

延べ利用件数
10,787件

Ⅱ-5-12

②介護サービ
  スの充実

介護保険（在宅・施
設）サービスや支援
費制度によるサービ
スの充実

・障がい者福祉計画 充実

障がい福祉
課 Ａ

平成24～26年度を
対象期間とした「第
3次障がい者福祉
計画」を策定

1

・第４期障がい者福
祉計画の策定
・障がい者地域自
立支援協議会の開
催（目標４回）
・障がい当事者アン
ケートの実施

A

生駒市ハートフルプランの見直
しに向け、策定委員会を１回開
催

2

生駒市ハートフルプランの見
直しに向け、策定委員会を開
催

Ⅱ-5-12

②介護サービ
  スの充実

介護保険（在宅・施
設）サービスや支援
費制度によるサービ
スの充実

・介護保険事業計画
推進事業

充実

介護保険課 A

介護保険運営協議
会開催（全１０回
中、H２５年度１回、
H２６年度９回予定）

4

２６年度に策定した
計画に基づき実施

Ａ

第4期介護保険事業計画に基
づいて事業を推進

新たな地域密着型サービス事
業所の整備を推進

2

今年度中に２事業所の整備を
目指す

市内3ヵ所のグルー
プホームに対してス
プリンクラーの整備
を図る。



【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅱ-5-12

②介護サービ
  スの充実

介護を担う人材の育
成

・ケアマネジャーの
支援、指導

継続

介護保険課 A

居宅介護支援事業
者協会での研修
（年４回）

2

居宅介護支援事業
者協会での研修
（年４回）

A

高齢者が住みなれた地域で安
心して暮らせるように包括的・継
続的ケアマネジメント支援を行っ
た。
ケアマネージャー指導（上半期
実績）
　・集団指導　６回
　・個別相談支援　３７３回

1

ケアマネージャー指導
　・集団指導　２７回
　・個別相談支援　５８０回
ケアマネハンドブック改訂作業

Ⅱ-5-12

③相談・情報
  提供体制の
  充実

子育て・介護に関す
る相談・情報提供の
充実

・子育て支援ハンド
ブックの保・幼・
小・中の保護者への
　配布

充実

生涯学習課 Ａ

３歳児の保護者、
小・中１年生の保護
者への配布

ア 2

子育て支援ハンド
ブックの内容充実と
健全育成の促進

Ａ 2

Ⅱ-5-12

③相談・情報
  提供体制の
  充実

若者の自立支援 若者サポートステー
ションが主催する若
者自立無料相談会と
セミナー開催等の広
報活動等によるサ
ポート

新規

生涯学習課 A

若者サポートステー
ションが主催する若
者自立無料相談会
と連携し、月に４回
の相談会の実施と
セミナーの開催等も
含め、広報・HPなど
でPRした。

ア 2

若者の自立促進と
相談会等への参加
者数の増加を目指
す。

Ⅱ-5-12

③相談・情報
  提供体制の
  充実

子育て・介護に関す
る相談・情報提供の
充実

・地域子育て支援セ
ンター事業(各種相談
業務、支援活動)

充実

こども課 S

市直営のみっきラン
ドに加え、いこま乳
児保育園のてくて
く、学研登美ヶ丘保
育園のほっとスマイ
ル、いちぶちどり保
育園のちどりであそ
ぼの4カ所で地域子
育て支援拠点事業
を実施した。

2

　

A

相談件数（9月末現在）
みっきランド　59件
地域子育て支援センター　52件
ほっとスマイル33件

2

Ⅱ-5-12

③相談・情報
  提供体制の
  充実

子育て・介護に関す
る相談・情報提供の
充実

・家庭児童相談 充実

子育て支援
総合セン
ター

A

相談　2,446件

2

　
A

相談件数が減少して
いるのではなく算出
方法が変わったため
で、実質上は増加傾
向にあり、１名の相談
員の勤務日数を週１
日増やした。

2

Ⅱ-5-12

③相談・情報
  提供体制の
  充実

子育て・介護に関す
る相談・情報提供の
充実

・介護に関する相談 充実

介護保険課 A

窓口、電話等での
相談対応の充実

ウ 2 Ａ

介護に関する相談・問い合わ
せ・苦情については、日常的
に対応

窓口及び電話等で日常的に対
応（内、上半期で国保連合会に
報告したもの3件）

2

Ⅱ-5-12

③相談・情報
  提供体制の
  充実

子育て・介護に関す
る相談・情報提供の
充実

・子育てについての
「みっきランド」の
活動支援

充実

子育て支援
総合セン
ター

A

利用
　大人　6,437人
　子ども7,140人
　相談　 167件

2

みっきランドを含め
た地域子育て支援
拠点の利用者数
（延べ利用者数）の
増加27,000人(H26)

　
A

平成２０年度から実施
主体が社会福祉協議
会から子どもサポート
センターに移管された。
また場所もセイセイビ
ル５階から３階に移転
した

2

Ⅱ-5-12

③相談・情報
  提供体制の
  充実

介護を必要とする高
齢者、障がい者や外
国人への生活情報等
の提供

・「いこま外国語版
暮らしのガイド」

充実

人権施策課
情報政策課 Ｂ

ホームページの外
国語翻訳へ移行

英語・中国語・ハン
グル対応

ウ 2

ホームページの外
国語翻訳

Ｓ 2

Ⅱ-5-12

③相談・情報
  提供体制の
  充実

介護を必要とする高
齢者、障がい者や外
国人への生活情報等
の提供

・相談支援事業（障
がい者生活支援セン
ターの設置）

充実

障がい福祉
課 Ａ

三障害と児童に対
する支援を専門とし
た生活支援セン
ターをそれぞれ設
置（市内４箇所） 1

社会福祉協議会へ
の所管業務の委譲
及び委託
①成年後見事業
②地域の相談支援
の拠点

A

身体・知的障がい者、精神障が
い者、障がい児の部門別に４ヶ
所の生活支援センターを継続し
て委託設置し、互いの連携体制
を構築することで相談支援体制
を整備

2

生活支援センター設置箇所数
４箇所

Ⅱ-5-12

④地域での見
  守り・ 支
  援体制の確
  立

子育て支援の地域づ
くり、ネットワーク
化の推進

・いこま育児ネット
の活動支援

継続

子育て支援
総合セン
ター

A

サークル交流会　6
回
企画会　6回

2

　
A

例年どおり、交流会、企画会、
サークル体験会の
活動を支援した。

2

15 
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【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅱ-5-12

④地域での見
  守り・ 支
  援体制の確
  立

子育て支援の地域づ
くり、ネットワーク
化の推進

・地域ぐるみ健全育
成事業

充実

教育指導課 A 2 Ａ

地域全体で幼児児童生徒を育
てるという意識の向上
「手をつなぐ地域の仲で子は育
つ」 2

数値目標はなし

Ⅱ-5-12

④地域での見
  守り・ 支
  援体制の確
  立

子育てサークルの育
成・交流支援

・育児サークルへの
職員派遣

継続

子育て支援
総合セン
ター

A

14回派遣

2

　
A

２０年度は、保育士で
は無く、子どもサポー
トセンターの職員派遣
に変更した。 2

Ⅱ-5-12

④地域での見
  守り・ 支
  援体制の確
  立

子育てサークルの育
成・交流支援

・育児サークルへの
職員派遣

継続

健康課 A

かるがもの会に職
員を定期的に派遣
し、ボランティアの
活動支援を行った。 ウ 2

（総計）
・子育てに関する相
談や情報提供

B

依頼内容により派遣職種が異
なり年度ごとの変動あり

2

Ⅱ-5-12

④地域での見
  守り・ 支
  援体制の確
  立

子育てサークルの育
成・交流支援

・育児フォーラムの
後援

継続

子育て支援
総合セン
ター

A

3回実施

2

　
A

例年どおりフォーラム
開催を支援した。

2

Ⅱ-5-12

④地域での見
  守り・ 支
  援体制の確
  立

子育てサークルの育
成・交流支援

・育児フォーラムの
後援

継続

健康課 Ｃ

育児フォーラムの
後援については子
どもサポートセン

ターが実施 3

担当課ではないた
め、直接支援は行
わず

S

健康課管理栄養士への講師派
遣依頼が2回（11/9、11/30）

2

年度内1回以上を継続

Ⅱ-5-13

①啓発・広報
  活動の推進

家庭の実情に合った
家事分担等について
家族による話し合い
の促進

・男女共同参画プラ
ザ主催講座等

充実

男女共同参
画プラザ Ｂ

パンフレット等によ
る情報提供

アイウ 2 Ｂ

パンフレット等による情報提供

2

Ⅱ-5-13

①啓発・広報
  活動の推進

広報紙や情報誌等に
よる男性の家事参加
等に関する啓発

・男女共同参画情報
誌 Vivid You&I の特
集記事の掲載

充実

男女共同参
画プラザ A

記事掲載により啓
発

アウ 2 A

記事掲載により啓発

2

Ⅱ-5-13

②男性の家庭
  生活への参
  画促進のた
  めの環境づ
  くり

育児休業、介護休業
制度の利用の促進・
啓発

・ポスター、パンフ
レット等による啓発

継続

経済振興課 A

ポスター、パンフレット
等による啓発

2 A

一般的に制度が周知されている

2

Ⅱ-5-13

②男性の家庭
  生活への参
  画促進のた
  めの環境づ
  くり

父親による子育て
サークルの育成支援

・「お父さんと遊ぼ
う会」「おやじの
会」「ファーザーズ
クラブ」「パパスク
ラブ」運営事業

充実

教育指導課 B

中学校では父親が
来校するという習慣
があまりないため

20校中7校で実施

ア 2 Ａ

父親の子育て参加意識の向上

2

数値目標はなし

Ⅱ-5-13

②男性の家庭
  生活への参
  画促進のた
  めの環境づ
  くり

休日の授業参観の実
施など父親の参加促
進

・土日に参観日を設
定することで父親の
参加促進(特に小学
校)

充実

教育指導課 A

20校中12校

ウ 2 Ａ

学校園行事への父親の参加

2

全中学校(8校)において、土日
参観の実施

Ⅱ-5-13

②男性の家庭
  生活への参
  画促進のた
  めの環境づ
  くり

学校等における育児
体験学習等、青少年
の乳幼児と触れあう
機会の拡充

・学校の技術家庭科
のカリキュラムの中
で育児体験学習

充実

教育指導課 A

8校中6校で実施。
残り2校は職業体験
で幼稚園児と触れ
合う機会のある生
徒がいる。

ア 2 Ａ

命の大切さを育てる事業として
実施

2

数値目標はなし

Ⅱ-5-13

②男性の家庭
  生活への参
  画促進のた
  めの環境づ
  くり

学校での家族のあり
方等の指導の充実

・日曜参観等で家庭
教育に関する講演会

充実

教育指導課 B

親のニーズで参観
後は学級懇談会を
するところが多い

20校中13校

ア 2

20校中15校の実施

Ａ

母親だけでなく父親も子育てに
参画する意識の向上させる

2

数値目標はなし

Ⅱ-5-13

②男性の家庭
  生活への参
  画促進のた
  めの環境づ
  くり

男性のための家事・
育児・介護教室の開
催

・「パパ・ママ教
室」「パパ講座」
「パパ講座OB会」

充実

健康課 A

定期的に「パパ講
座」「パパママ教
室」を実施し、育児
における父親の役
割についての啓発
に努めた

ア 2 A

「ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室」
　3回/クール/月を継続開催
　285人（うち男性43人）/4～9月
「パパ講座・OB会」
166人（うち男性77人）

2

初妊婦の50％受講



【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅱ-5-13

②男性の家庭
  生活への参
  画促進のた
  めの環境づ
  くり

男性のための家事・
育児・介護教室の開
催

・父子手帳交付 充実

健康課 A

妊娠届け出時に全
妊婦に対し「パパの
子育て読本」を配
布。また、パパママ
教室参加者（初妊
婦）に対し、「父子
手帳」を配布し、妊
娠期に夫が行える
支援や、育児につ
いての情報提供を
行い、父親の育児
参加を促した。

ア 2

（総計）
・父親の母親に対
する精神的支援や
理解の必要性の啓
発

A

ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室参加者に配布

2

初妊婦の50％受講

Ⅱ-5-13

②男性の家庭
  生活への参
  画促進のた
  めの環境づ
  くり

男性のための家事・
育児・介護教室の開
催

・男女共同参画プラ
ザ主催「男の料理教
室」

充実

男女共同参
画プラザ A

継続して実施

アイウ 2 A

継続して実施

2

Ⅱ-5-14

①生涯学習の
  推進

さまざまな活動に取
り組んでいる団体、
グループのネット
ワーク化の支援

・自主学習グループ
の育成・支援

充実

生涯学習課 A

各自主学習グルー
プ分野代表者によ
り定期的に会議を
開催。各グループ
間の連携を図った。

ア 2

自主学習グループ
間の連携を強め、
より一層の自主的
な社会還元活動促
進に努める。

Ａ

分野別会議や自主学習グルー
プフェスタへの参加、市広報紙
掲載事業の必要経費補助等に
より、自主的な活動の支援を図
れた

2

Ⅱ-5-14

①生涯学習の
  推進

さまざまな活動に取
り組んでいる団体、
グループのネット
ワーク化の支援

・市民文化祭 充実

生涯学習課 A

生駒市教育委員会
主催、生駒市芸術
協会連盟・生駒市
芸能協会・生駒音
楽芸術協会・生駒
市生涯学習推進連
絡会・生駒市自主
学習グループ連絡
会協賛により、各事
業を実施。

ア 2

市民文化祭等の参
加者数の増加。

Ａ

市民の創作、文化活動の発表
の場として開催、市民の文化意
識の向上を図ることができた

2

Ⅱ-5-14

①生涯学習の
  推進

生涯学習施策の方向
性やあり方の基本方
針策定

・生駒市生涯学習推
進基本方針の策定

継続

生涯学習課 Ｂ

社会情勢が著しく
変化する昨今に
あって長期に渡る
生涯学習推進基本
方針の策定は困難
であるため、社会教
育委員会議で毎
年、社会教育基本
方針について見直
しをしている。

年２回の社会教育
委員会議で実施し
た。

ア 2

社会情勢の変化に
対応すべく、今後も
年２回の社会教育
委員会議で見直し
を実施する。

Ａ

男女共生を含めた、今後の生涯
学習のあり方についての基本方
針を策定することができた

4

基本方針の策定を終えたた
め、今後、本方針をもとに施
策を展開する

Ⅱ-5-14

①生涯学習の
  推進

市民の多様な学習活
動を支援し、豊かな
地域社会をつくるた
め、専門的な知識、
技能等を有す人材を
発掘、情報を提供

・生涯学習まちづく
り人材バンク登録制
度

継続

生涯学習課 A

専門的な知識、技
能等を有する各社
会教育団体等に登
録を依頼し、登録者
数の促進した。 ア 2

人材バンク登録制
度の周知、及び登
録促進に努める。

Ａ

市民の多様な生涯学習活動を
支援することができた

3

新たに人材活用の刷新を図
るため、生涯学習まちづくり人
材バンクへ移行したため

Ⅱ-5-14

②ボランティ
  ア活動の促
  進

地域福祉の推進等、
身近な地域での子ど
もや障がい者、高齢
者等の見守り・支援
活動の促進

・地域ぐるみの児童
生徒健全育
　成事業推進協議
会、青少年指
　導委員による登下
校時の子ど
　もへの見守り活
動、巡回指導
　等

充実

教育指導課 A 2 Ａ

幼児児童生徒の見守り活動、巡
回活動の実施

2

数値目標はなし

Ⅱ-5-14

②ボランティ
  ア活動の促
  進

地域福祉の推進等、
身近な地域での子ど
もや障がい者、高齢
者等の見守り・支援
活動の促進

・ひとり暮らし高齢
者への友愛電話訪問
事業等

充実

社会福祉協
議会 A

平成２５年
対象者　３１名
訪問回数　１，３０８
回

ウ 2 A

情報の提供が充実されている

2

Ⅱ-5-14

②ボランティ
  ア活動の促
  進

企業のボランティア
休暇制度の導入促
進、企業のボラン
ティアや地域貢献
等、企業との連携に
よる勤労者の参加促
進

・ポスター、パンフ
レット等による啓発

継続

経済振興課 A

ポスター、パンフ
レット等による啓発

2 C

事業主体は国に帰属

2

17 
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【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅱ-5-14

②ボランティ
  ア活動の促
  進

ボランティア養成講
座等の充実

・地域ボランティア
講座

継続

高齢福祉課 A

－ H22年度　　　　17
人　H23年度
18人　　H24年度
63人　H25年度
20人

事業を実施する際
には、男女がそれ
ぞれ参加あるいは
参画するように配慮
するとともに、男女
格差がある場合に
は、是正のための
措置を講じている

2

－ 「サロン」を年1箇所
の増加及び福祉ボ
ランティアの登録団
体数をH30年まで増
加を目指すため、
講座の開催（年1
回、連続6回程度の
講座）を実施

－

A

地域ボランティア講座及び同実
用編を開催

2

地域デビュー講座やサロンボ
ランティア養成講座等の開催

Ⅱ-5-14

②ボランティ
  ア活動の促
  進

ボランティア養成講
座等の充実

・日本語教室の日本
語学習支援ボラン
ティア研修講座

充実

人権施策課 Ａ

例年継続的に実施

2 Ａ

-

2

Ⅱ-5-14

②ボランティ
  ア活動の促
  進

ボランティア養成講
座等の充実

・自主学習グループ
連絡会の運営

充実

生涯学習課 A

自主学習グループ
の学習成果の社会
還元の促進として、
市民向け学習会の
広報掲載及び補助
金交付した。

ア 2

自主学習グループ
の学習成果の社会
還元の促進。

Ａ

地域住民相互のふれあいや仲
間づくりの一端を担うボランティ
ア活動の意義などを認識し、意
欲を高めていただいた 2

Ⅱ-5-14

③国際交流の
  促進

外国人住民との身近
な国際理解や交流の
機会の充実

・国際交流の集い
「わいわいワール
ド」

充実

生涯学習課 A

NPO法人いこま国
際交流協会へ委託
実施しており、小学
生児童が、身近に
外国の文化・遊び・
歌や踊り・お菓子な
どを体験できる場と
なった。

ー 2

次代を担う子どもた
ちが、他国の人や
文化に触れ、互い
を理解し国際感覚
を培うとともに、参
加者の増加を目指
す。

Ａ

参加者へのアンケートでは「いろ
いろな国のことがわかった」とい
う意見があがっている。

2

Ⅱ-5-14

③国際交流の
  促進

外国人住民との身近
な国際理解や交流の
機会の充実

・外国人住民教育推
進懇話会

充実

人権施策課 Ｂ

Ｈ２５年度から開催
なし

3

懇話会は必要に応
じて設置が原則。
本懇話会の開催期
間は、２年間を目途
（Ｈ24.12.1～）として
いる。

Ａ

-

2

Ⅱ-5-14

③国際交流の
  促進

先進国の取り組みや
発展途上国の女性の
人権問題等国際的な
女性問題や男女共同
参画に関する情報の
収集・提供

・先進国の取り組み
や発展途上国の女性
の人権問題等国際的
な女性問題や男女共
同参画に関する情報
の収集・提供

継続

男女共同参
画プラザ Ｃ

市レベルでの対応
が困難

アウ 2

パンフレットによる
啓発

Ｃ

市レベルでの対応が困難

2

パンフレットによる啓発

Ⅱ-5-14

③国際交流の
  促進

国際交流を推進する
人材の育成

・日本語教室の日本
語学習支援ボラン
ティア養成講座

充実

人権施策課 Ａ

例年継続的に実施

1

国際化ボランティア
事業

Ａ

-

2

Ⅱ-5-14

④まちづくり
  活動の促進

④まちづくり
  活動の促進

・一日環境教室 充実

環境事業課 Ｂ

平成２２年度のみ２
回実施

（Ｈ２２年８月、２３年
３月）

Ｈ２２年８月参加者
１７名
Ｈ２３年３月参加者
１２名

3

年々参加応募者が
減少し、ニーズ少な
いと考えられるた
め。
また、費用対効果も
あまり見込めないた
め。

A

生駒市におけるごみの処分の
流れを知ってもらうことにより、
適正排出と減量化について理解
を深めてもらえた。

2

定員の上限があるが、出来る
限り多くの参加者になるように
努める。

Ⅱ-5-14

⑤多様な地域
  活動に参加
  できる環境
  整備

生涯学習、ボラン
ティア、国際交流等
多様な活動情報の提
供

・生涯学習まちづく
り人材バンク登録制
度

充実

生涯学習課 A

また登録情報を各
生涯学習施設や市
ホームページ等で
公開し、市民へ情
報提供した。

ア 2

市民への情報提供
の促進及び市民の
利用件数拡大に努
める。

Ａ

多様な市民活動に関する団体
や指導者の相談に応じた

2



【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅱ-5-14

⑤多様な地域
  活動に参加
  できる環境
  整備

生涯学習、ボラン
ティア、国際交流等
多様な活動情報の提
供

・生駒ボランティア
センターららポート
でのボランティア登
録制度

充実

市民活動推
進センターら
らポート

Ａ

・登録団体数　H22
年度56団体→H25
年度68団体
・個人ボランティア
登録者制度の実施
（累計）　H22年度
末７３人→H25年度
末１２４人
・学生ボランティア
活動者数　H22年
度7人→17人

ア 2

・登録団体数　H29
年度90団体（総合
計画後期基本計
画）

Ａ

登録団体への広報支援や情報
提供の充実により、登録団体の
活動への参加や、市内の施設
での活動促進がはかられた

2

第5次生駒市総合計
画指標
市民活動推進セン
ターららポート登録
団体数平成25年度
70団体

市民活動推進セン
ターららポート登録
者数
平成25年度1,700人

Ⅱ-5-14

⑤多様な地域
  活動に参加
  できる環境
  整備

障がい者や子育て中
の男女等へのトイレ
や託児シート等の整
備

・スポーツ施設のバ
リアフリー化

充実

スポーツ振
興課 Ａ

各体育施設に設置
済み

㋒ 2 A

各体育施設に設置済み

2

Ⅱ-5-14

⑤多様な地域
  活動に参加
  できる環境
  整備

子育て中の男女が参
加できるように、託
児サービスの充実

・男女共同参画プラ
ザ講座修了生の会の
託児ボランティア団
体の活動支援

充実

男女共同参
画プラザ A

プラザ主催事業に
は託児を行い、参
加しやすいように配
慮 2 A

プラザ主催事業には託児を行
い、参加しやすいように配慮

2

Ⅱ-5-14

⑤多様な地域
  活動に参加
  できる環境
  整備

地域活動団体・グ
ループ等の交流機会
の充実

・生涯学習推進連絡
会活動

充実

生涯学習課 A

各生涯学習推進連
絡会構成団体の役
員により定期的に
会議を開催。各団
体間の連携を図っ
た。

ア 2

生涯学習に対する
活動を通じて、構成
団体の連携、交流
に努める。

Ａ

団体間の交流及び活性化を図
ると共に、各種事業の開催によ
り生涯学習のまちづくりふれあ
いの場を提供できた

2

Ⅱ-5-14

⑤多様な地域
  活動に参加
  できる環境
  整備

学校や集会所等身近
な施設の活用促進

・小中学校の体育施
設開放、市内体育館
の第1､3土曜日無料開
放

充実

スポーツ振
興課 Ａ

小学校の体育施設
の開放日はほぼ地
元の団体が活用し
ている。
市内体育施設の無
料開放事業は毎回
５０人程度が参加し
ており気軽に参加
できるスポーツの場
として定着してい
る。

㋒ 2

市内各種スポーツ
イベントの参加者数
平成29年度…
19,600人

A

小学校の体育施設の開放日は
ほぼ地元の団体が活用してい
る。
市内体育施設の無料開放事業
は毎回５０人程度が参加してお
り気軽に参加できるスポーツの
場として定着している。 2

Ⅲ-6-15

①リプロダク
  ティブ・ヘ
  ルス/ライ
  ツに関する
  意識の浸透

性や妊娠・出産につ
いての知識やリプロ
ダクティブ・ヘルス
/ライツに関する啓
発

・思春期健康教室 充実

健康課 Ｂ

平成24年度まで、
思春期健康教室を
実施し、小学校高
学年児に対し生命
の大切さ・仲間作
り・食育についての
啓発を行った。参加
者の減少及び学校
での生命教育の普
及に伴い、平成25
年度は事業を実施
せず。

ア 3

参加者の減少及び
学校での生命教育
が普及してきている
ことから、健康課事
業としては実施せ

ず

A

「ティーンズレッスン」
　市内3か所、各3日間開催
　46人、のべ129人

2

１ヶ所20人、のべ180人

Ⅲ-6-15

①リプロダク
  ティブ・ヘ
  ルス/ライ
  ツに関する
  意識の浸透

性や妊娠・出産につ
いての知識やリプロ
ダクティブ・ヘルス
/ライツに関する啓
発

・男女共同参画プラ
ザ主催｢女性のライフ
スタイルセミナー｣等
講座

継続

男女共同参
画プラザ Ｃ

専門性が高いため
実施に関し検討が
必要。

アイウ 2 Ｃ

専門性が高いため実施に関し
検討が必要。

2

Ⅲ-6-15

②思春期等保
  健対策の充
  実

発達段階に応じた性
や生命の尊重に基づ
く性教育の推進

・思春期健康教室 充実

健康課 Ｂ

平成24年度まで、
思春期健康教室を
実施し、小学校高
学年児に対し生命
の大切さ・仲間作
り・食育についての
啓発を行った。参加
者の減少及び学校
での生命教育の普
及に伴い、平成25
年度は事業を実施
せず。

ア 3

参加者の減少及び
学校での生命教育
が普及してきている
ことから、健康課事
業としては実施せ

ず

A

「ティーンズレッスン」
　市内3か所、各3日間開催
　46人、のべ129人

2

１ヶ所20人、のべ180人

Ⅲ-6-15

②思春期等保
  健対策の充
  実

発達段階に応じた性
や生命の尊重に基づ
く性教育の推進

・性に関する学習指
導

充実

教育指導課 A

全学校実施

イ 2 Ａ

性教育の充実

2

数値目標はなし

19 
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【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅲ-6-15

②思春期等保
  健対策の充
  実

エイズ、性感染症に
関する正しい知識の
普及・啓発

・エイズ教育 充実

健康課 Ｂ

Ｈ２４年度までは、
思春期健康教室に
おいて啓発を実
施。H25年度以降
は思春期健康教室
を休止したため実
施せず。健康課窓
口においてリーフ
レットを設置しま
た、世界エイズデー
にあわせて市ホー
ムページに啓発記
事を掲載し、啓発を
行った。

ウ 3

思春期に限定した
取り組みとしては実
施予定なし。一般
市民対象に、世界
エイズデーにあわ
せて市ホームペー
ジを活用しての啓

発は継続。 Ｃ

助産師会等他機関への講師
依頼により実施可能となった
ため

2

性感染症予防について知って
いる中学生の割合の増加

Ⅲ-6-15

②思春期等保
  健対策の充
  実

飲酒、喫煙、薬物使
用等の弊害について
の啓発

・国、県のパンフ
レットの生徒配布

充実

教育指導課 A

パンフレット配布

2 Ａ

飲酒・喫煙・薬物濫用防止の啓
発

2

数値目標はなし

Ⅲ-6-15

②思春期等保
  健対策の充
  実

飲酒、喫煙、薬物使
用等の弊害について
の啓発

・学校施設敷地内禁
煙の実施

充実

教育指導課 A

全学校実施

2 Ａ

喫煙における健康被害の理解

2

数値目標はなし

Ⅲ-6-15

②思春期等保
  健対策の充
  実

飲酒、喫煙、薬物使
用等の弊害について
の啓発

・青少年指導委員研
修会

充実

生涯学習課 A

８中学校区全体で、
年に４回程度の合
同研修会の中で実
施するとともに、各
校区でも、研修会
等の中で実施する
など情報提供や啓
発活動を行った。

ア 2

青少年を犯罪から
守るための情報提
供・研修内容の充
実と研修参加者数
の増加を目指す。

Ａ

研修会には毎回60～70名程度
の参加者があり、啓発につなっ
がている。

2

Ⅲ-6-15

②思春期等保
  健対策の充
  実

学校、家庭、地域と
の連携による食事、
運動、睡眠等バラン
スのとれた健康づく
りの推進

・健康づくり推進員
を養成し、地域に普
及

充実

健康課 A

隔年で健康づくり
リーダー養成講座
を開催し、地域にお
いて健康づくりの
リーダー的役割を
担う人材の育成を
行い、家庭・学校・
地域における健康
づくりの推進を図っ
た。

ウ 1

（総計）
・健康づくりリー
ダーやサポーター
の育成と活動の場
の提供
・食育推進リーダー
を育成し、地域での
活動を推進。

A

9月から９回コース（うち2回は実
践）で開催
　53人受講申し込み

2

食生活に関心をもつ人の割合
90～100％
意識的に身体を動かす人の割
合80％
年1回健康診断を受けつ人の
割合80％

Ⅲ-6-15

②思春期等保
  健対策の充
  実

学校、家庭、地域と
の連携による食事、
運動、睡眠等バラン
スのとれた健康づく
りの推進

・学校給食での食に
関する指導

充実

学校給食ｾﾝ
ﾀｰ A

「食」に関する指導
を全小学校にて実
施。
１年生には、「きゅう
しょくのひみつ」と題
して、４年生には、
「じょうぶな体はじょ
うぶな骨から」と題
し、栄養教諭等が、
授業を実施。
全小・中学校にお
いて、給食時間に
ワンポイント指導を
実施。

㋐ 2

全ての小学校１年
生及び４年生に対し
指導
（平成26年7月）

A

８月を除き毎月１回発行。献立
表の裏面を「きゅうしょくだより」
として、児童・生徒及び保護者に
栄養・衛生等について啓発す
る。

2

継続実施

Ⅲ-6-15

②思春期等保
  健対策の充
  実

思春期における心身
や性の悩み、不安の
解消のための相談体
制の充実

・健康相談 充実

健康課 Ｂ

Ｈ２４年度までは、
思春期健康教室に
おいて相談を実
施。H25年度以降
は思春期健康教室
を休止したため実
施せず。健康課窓
口および電話相談
にて対応した。

ウ 3

思春期に限定した
取り組みとしては実
施予定なし。一般
市民対象に、窓口
および電話相談を

継続
A

「ティーンズレッスン」
　市内3か所、各3日間開催
　46人、のべ129人

2

１ヶ所20人、のべ180人

Ⅲ-6-16

①妊娠・出産
  期の保健対
  策の充実

母子保健事業の推進 ・母子健康手帳交付 継続

健康課 A

妊娠届け出のあっ
た者に対し、母子手
帳を発行し、妊娠期
からの母性健康管
理および出生児の
健康管理の促進及
び妊娠・出産・育児
に関する情報提供
を行った。

ア 2

（総計）
・妊娠11種以前で
の妊娠届け出率
　Ｈ29年　９５．０％

A

478冊発行（うち再発行9冊）

2



【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅲ-6-16

①妊娠・出産
  期の保健対
  策の充実

母子保健事業の推進 ・妊婦一般健康診
査・乳幼児健康診査
の受診促進

充実

健康課 A

妊婦が希望する産
科医療機関と随時
契約を行い、妊婦
健診受診券利用に
よる健診費用負担
の軽減を図った。ま
た乳幼児健康診査
対象者へは個別に
案内を送付し、健診
未受診者へは電
話・文書により受診
勧奨を行った

ウ 2

（総計）
・乳幼児健診受診
率
　H29年度　95.0％
（H25年実績）以上

・妊産婦・新生児訪
問や妊婦健康診査
を実施
・疾病の早期発見、
早期治療、療育な
どを行うため、乳幼
児健康診査を実施

S

1妊娠期間につき14回までの受
診費用補助を実施
妊婦健診受診券発行者数
517人

2

22年度末まで 23年度以降につ
いては未定

Ⅲ-6-16

①妊娠・出産
  期の保健対
  策の充実

妊娠・出産・子育て
期の心と身体の相談
の充実

・パパ・ママ教室、
すこやか育
　児教室

充実

健康課 A

定期的に「パパ講
座」「パパママ教
室」を実施し、妊娠・
出産・子育て期にお
ける心とからだの変
化についての情報
提供を行った。また
育児相談や離乳食
講習会等を実施し、
育児に不安のある
保護者への育児支
援を行った

ア 2

（総計）
・父親の母親に対
する精神的支援や
理解の必要性の啓
発
・働く妊婦や母親に
対し、利用できる制
度の情報提供
・妊娠・出産・子育
てに関する知識、技
術を習得する機会
や情報の提供

A

「ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室」
　18回開催　285人（うち男性43
人）/4～9月
「パパ講座・OB会」
　3回開催　166人（うち男性77
人）
「すこやか育児教室」
　12回開催　105組360人

2

初妊婦の50％受講

Ⅲ-6-16

①妊娠・出産
  期の保健対
  策の充実

母子保健事業への男
性の参加促進

・パパ・ママ教室、
パパ教室

充実

健康課 A

妊娠届け出時に全
妊婦に対し「パパの
子育て読本」を配
布。また、パパママ
教室参加者（初妊
婦）に対し、「父子
手帳」を配布し、妊
娠期に夫が行える
支援や、育児につ
いての情報提供を
行い、父親の育児
参加を促した。

ア 2

（総計）
・父親の母親に対
する精神的支援や
理解の必要性の啓
発

A

「ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室」
　3回/クール/月を継続開催
　285人（うち男性43人）/4～9月
「パパ講座・OB会」
166人（うち男性77人）

2

初妊婦の50％受講

Ⅲ-6-16

①妊娠・出産
  期の保健対
  策の充実

母子保健事業への男
性の参加促進

・父子手帳交付 継続

健康課 A

妊娠届け出時に全
妊婦に対し「パパの
子育て読本」を配
布。また、パパママ
教室参加者（初妊
婦）に対し、「父子
手帳」を配布し、妊
娠期に夫が行える
支援や、育児につ
いての情報提供を
行い、父親の育児
参加を促した。

ア 2

（総計）
・父親の母親に対
する精神的支援や
理解の必要性の啓
発

A

ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室参加者に配布

2

Ⅲ-6-16

①妊娠・出産
  期の保健対
  策の充実

健康教室、健康相
談、健康診査時にお
ける託児サービスの
充実

・教室や講座開催時
の託児サービスの提
供

充実

健康課 A

離乳食講習会やお
やこ教室、女性特
有がん検診の実施
の際には、託児ボ
ランティアの協力を
得ながら託児をおこ
ない、保護者が各
種事業に参加しや
すい環境を整備し
た。

ア 2 A

すこやか育児教室開催時　66人

2

Ⅲ-6-16

①妊娠・出産
  期の保健対
  策の充実

職場における母性保
護の啓発

・国、県のパンフッ
トを配布

充実

健康課 A

妊娠届け出時に、
希望者には母性健
康管理や育児休業
制度に関するリーフ
レット「働きながらお
母さんになるあなた
へ」を配布し、母性
健康管理の啓発を
行った。

ウ 2

（総計）
・働く妊婦や母親に
対し、利用できる制
度の情報提供

A

窓口、育児相談時に配布

2

21 
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【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅲ-6-16

②ライフステ
  ージに応じ
  た健康管理
  体制の充実

健康教育、健康相談
の充実

・歯周病教室、糖尿
病教室、ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞ
ﾛｰﾑ予防教室、ヘル
シークッキング教室
等

充実

健康課 A

糖尿病教室、撃
退！余分三兄弟、
初めてのウォーキ
ング、禁煙講演会、
腎臓病講演会、個
別栄養相談等を実
施し、疾病予防及
び健康増進の普及
啓発を行った

ウ 2

（総計）
・ホームページ、広
報紙、イベント、地
域の回覧等で、健
康や食、運動への
知識や関心を高め
る情報発信の推進
・食事、運動など生
活習慣病改善のた
めの健康教室を実
施。

B

年度後半に実施予定の教室
があるため受講希望状況が把
握できない

2

Ⅲ-6-16

②ライフステ
  ージに応じ
  た健康管理
  体制の充実

各種健康診査の充実 ・子宮ガン検診、乳
ガン検診、
　胃ガン検診(個別・
集団)、大
　腸ガン検診、肺ガ
ン検診

充実

健康課 A

健康増進法に基づ
き、子宮頸がん検
診、乳がん検診、胃
がん検診、大腸が
ん検診、肺がん検
診を実施。セット検
診や休日検診、託
児など受診しやす
い環境を整備し、受
診率の向上を図っ
た。

ウ 2

（総計）
がん検診受診率
Ｈ29年度　２２．５％

・特定健康診査や
がん検診について
の情報提供の方法
を工夫し、地域での
受診意識等の向上
をはかる
・特定健康診査、保
健指導、各種検診
（胃がん・乳がん・
大腸がん・肺がん
等）を実施

Ｃ

法改正により事業廃止

3

Ⅲ-6-16

②ライフステ
  ージに応じ
  た健康管理
  体制の充実

思春期や妊娠・出産
期、更年期、高齢期
などの各ライフス
テージの健康維持を
支援するため、きめ
細かな健康づくり事
業の推進

・福祉と健康のつど
い等

継続

健康課 A

毎年1回　福祉と健
康のつどいを開催
し、健康の維持増
進のための情報提
供を行った。

ウ 2

（総計）
・ホームページ、広
報紙、イベント、地
域の回覧等で、健
康や食、運動への
知識や関心を高め
る情報発信の推進
・食事、運動など生
活習慣病改善のた
めの健康教室を実
施。

A

（4～9月実施分）
・子宮がん検診701人
・乳がん検診841人
・胃がん検診896人
・大腸がん検診2970人
・肺がん検診790人

2

がん検診受診率30％

Ⅲ-6-16

③健康づくり
  体力づくり

年代や体力等に応じ
た運動・スポーツ活
動の促進

・市民体育祭、市民
体育大会、各種ス
ポーツ教室、ファミ
リースポーツのつど
い

充実

スポーツ振
興課 Ａ

毎年多くの市民が
参加している。

㋒ 2

市内各種スポーツ
イベントの参加者数
平成29年度…
19,600人

A

毎年多くの市民が参加してい
る。

2

Ⅲ-6-16

③健康づくり
  体力づくり

食生活の改善の推進 ・健康づくりリー
ダー養成

充実

健康課 A

隔年で健康づくり
リーダー養成講座
を開催し、地域にお
いて健康づくりの
リーダー的役割を
担う人材の育成を
行い、地域における
健康づくりの推進を
図った。

ウ 2

（総計）
・健康づくりリー
ダーやサポーター
の育成と活動の場
の提供
・食育推進リーダー
を育成し、地域での
活動を推進。

A 2

食生活に関心をもつ人の割合
90～100％
意識的に身体を動かす人の割
合80％
年1回健康診断を受けつ人の
割合80％

Ⅲ-6-16

③健康づくり
  体力づくり

食生活の改善の推進 ・学校給食での食に
関する指導

充実

学校給食ｾﾝ
ﾀｰ A

「食」に関する指導
を全小学校にて実
施。
１年生には、「きゅう
しょくのひみつ」と題
して、４年生には、
「じょうぶな体はじょ
うぶな骨から」と題
し、栄養教諭等が、
授業を実施。
全小・中学校にお
いて、給食時間に
ワンポイント指導を
実施。

㋐ 2

全ての小学校１年
生及び４年生に対し
指導
（平成26年7月）

A

給食をはじめて食べることとなる
全ての小学校１年生に対し、給
食や食に関する基本的指導を
行う。

2

継続実施

Ⅲ-6-16

③健康づくり
  体力づくり

地域での健康づくり
推進リーダーの育成
と地域での健康づく
りの推進

・健康づくりリー
ダー養成講座、運動
推進員養成講座、母
子推進員養成講座

充実

健康課 A

隔年で健康づくり
リーダー養成講座
を開催し、地域にお
いて健康づくりの
リーダー的役割を
担う人材の育成を
行い、地域における
健康づくりの推進を
図った。

ウ 2

（総計）
・健康づくりリー
ダーやサポーター
の育成と活動の場
の提供
・食育推進リーダー
を育成し、地域での
活動を推進。

A 2

食生活に関心をもつ人の割合
90～100％
意識的に身体を動かす人の割
合80％
年1回健康診断を受けつ人の
割合80％



【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅲ-6-17

①中高年期の
  健康管理体
  制の充実

中高年期の健康維持
を支援するためのき
め細かな健康づくり
事業の推進

・男の料理教室 充実

健康課 A

健康づくり推進員に
よる「男の料理教
室」を実施し、男性
の健康づくりの普及
啓発を行った ア 2

（総計）
・食事、運動など生
活習慣改善のため
の健康教室を実施

S

「男の料理教室」及び卒業生グ
ループ活動
６ｸﾞﾙｰﾌﾟ
　34回開催　631人

2

食生活に関心をもつ人の割合
90～100％

Ⅲ-6-17

①中高年期の
  健康管理体
  制の充実

中高年期の健康維持
を支援するためのき
め細かな健康づくり
事業の推進

・男の料理教室 充実

生涯学習課 A

中高年期の男性を
対象とした料理学
習会を実施。また
料理を通じての交
流を図った。 ウ 2

中高年期の男性を
対象に、料理を通じ
た健康づくりの推進
に努める。

A

男性の料理教室　　　10/31　20
人

2

1回実施　20人

Ⅲ-6-17

①中高年期の
  健康管理体
  制の充実

中高年期の健康維持
を支援するためのき
め細かな健康づくり
事業の推進

・料理分野グループ
等自主学習ｸﾞﾙｰﾌﾟの
活動の支援

充実

生涯学習課 A

料理グループによ
る料理学習会を実
施。市民向け料理
学習会に対しては
広報掲載及び補助
金交付した。 ア 2

料理を通じた健康
づくりの促進に努め
る。

Ａ

分野別会議や自主学習グルー
プフェスタへの参加、市広報掲
載事業の必要経費補助等によ
り、自主的な活動の支援を図れ
た

2

Ⅲ-6-17

①中高年期の
  健康管理体
  制の充実

心の健康相談の充実 ・健康相談 充実

健康課 A

心理相談員による
心の相談事業
「はーとほっとルー
ム」を実施し、心の
健康の維持増進を
図った

ウ 2 A 2

自殺の件数の減少

Ⅲ-6-17

②健康づくり
  ・体力づく
  りの推進

年代や体力等に応じ
た運動・スポーツ活
動の促進

・生駒山スカイ
ウォーク、市民体育
祭、市民体育大会、
各種スポーツ教室、
ファミリースポーツ
のつどい

充実

スポーツ振
興課 Ａ

毎年多くの市民が
参加している。

㋒ 2

市内各種スポーツ
イベントの参加者数
平成29年度…
19,600人

A

毎年多くの市民が参加してい
る。

2

Ⅲ-6-17

②健康づくり
  ・体力づく
  りの推進

食生活の改善の推進 ・男の料理教室 充実

健康課 A

健康づくり推進員に
よる「男の料理教
室」を実施し、男性
の健康づくりの普及
啓発を行った ア 2

（総計）
・食事、運動など生
活習慣改善のため
の健康教室を実施

S

「男の料理教室」及び卒業生グ
ループ活動
６ｸﾞﾙｰﾌﾟ
　34回開催　631人

2

食生活に関心をもつ人の割合
90～100％

Ⅲ-6-17

②健康づくり
  ・体力づく
  りの推進

食生活の改善の推進 ・男の料理教室 充実

生涯学習課 A

中高年期の男性を
対象とした料理学
習会を実施。

ウ 2

中高年期の男性を
対象に、料理を通じ
て食生活改善の
きっかけづくりに努
める。 A

男性の料理教室10/31　20人
健康増進のストレッチ講習会7
月延べ3回80人　　　太極拳入
門

2

Ⅲ-6-17

②健康づくり
  ・体力づく
  りの推進

食生活の改善の推進 ・料理分野グループ
等自主学習ｸﾞﾙｰﾌﾟの
活動の支援

充実

生涯学習課 A

料理グループによ
る料理学習会を実
施。

ア 2

料理を通じて食生
活改善のきっかけ
づくりに努める。

Ａ

分野別会議や自主学習グルー
プフェスタへの参加、広報掲載
事業の必要経費補助等により、
自主的な活動の支援を図れた

2

Ⅲ-6-17

②健康づくり
  ・体力づく
  りの推進

地域での健康づくり
推進リーダーの育成
と地域での健康づく
りの推進

・健康づくりリー
ダー養成講座、運動
推進員養成講座、母
子推進員養成講座

充実

健康課 A

隔年で健康づくり
リーダー養成講座
を開催し、地域にお
いて健康づくりの
リーダー的役割を
担う人材の育成を
行い、地域における
健康づくりの推進を
図った。

ウ 2

（総計）
・健康づくりリー
ダーやサポーター
の育成と活動の場
の提供
・食育推進リーダー
を育成し、地域での
活動を推進。

A

9月から９回コース（うち2回は実
践）で開催
　53人受講申し込み

2

食生活に関心をもつ人の割合
90～100％
意識的に身体を動かす人の割
合80％
年1回健康診断を受けつ人の
割合80％

Ⅲ-7-18

①ひとり親家
  庭の自立支
  援

ひとり親家庭の親の
経済的負担の軽減と
就労支援

・自立支援教育訓練
給付事業､母子家庭高
等職業訓練促進事業

充実

こども課 A

（H26）
自立支援教育訓練
給付5件
高等職業訓練促進
給付金14件 2

引き続き、ひとり親
家庭の経済支援を
実施する。

S

自立支援教育訓練給付事業１
件
高等技能訓練促進費給付事業
１１件

2

23 
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【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅲ-7-18

①ひとり親家
  庭の自立支
  援

ひとり親家庭の親の
経済的負担の軽減と
就労支援

・児童扶養手当支給 充実

こども課 A

H26.4月支給：614
世帯

2

引き続き、ひとり親
家庭の経済支援を
実施する。

S

平成２１年８月定期支払い５０１
世帯

2

Ⅲ-7-18

①ひとり親家
  庭の自立支
  援

子育て家庭に対する
短期子育て支援事業
の充実

・子育て短期支援事
業(ショートステイ、
トワイライトステイ)

充実

こども課 A

ショートスティ5人、
延45日利用

4

Ⅱ―5－12①と重複

A

ショートステイ２件２人のべ１４人

2

Ⅲ-7-18

①ひとり親家
  庭の自立支
  援

サービスに関する情
報提供・相談体制の
充実

・母子家庭・寡婦の
生活相談、指導

充実

こども課 A A 2

Ⅲ-7-18

②高齢者や障
  がい者
（児）
  の自立支援

介護保険制度や支援
費制度の普及・利用
促進と介護保険サー
ビス等の充実

・障害者自立支援制
度(障がい者)

充実

障がい福祉
課 Ａ

障害程度区分、介
護や居住の状況、
サービスの利用意
向等に基づき支給
決定を行った。

1

市内における福祉
サービスの事業数
H29年度目標106事
業

A

障害者自立支援法の施行によ
り、福祉サービスの利用者負担
が増加することに対する軽減策
を実施するとともに、三障がい
一体的な支援制度に対応できる
よう、サービス供給体制の整備
  上半期障害福祉サービス等受
給者証　交付人数　634人

2

Ⅲ-7-18

②高齢者や障
  がい者
（児）
  の自立支援

介護保険制度や支援
費制度の普及・利用
促進と介護保険サー
ビス等の充実

・介護保険制度(高齢
者)

充実

介護保険課 A

窓口、電話等での
相談対応の充実

どこでも講座等での
介護保険制度の普

及
ウ 2

Ⅲ-7-18

②高齢者や障
  がい者
（児）
  の自立支援

介護予防・生活支援
施策の推進

・転倒・寝たきり予
防講座介護予防事業

継続

介護保険課 A

介護予防のための
運動教室・講座を
実施し、高齢者の
介護予防に努め
た。 ア 2

年間５５０回の介護
予防教室・講座を
開催

A

・地域包括支援センターによる
介護予防教室の開催（上半期実
績）
　開催回数25回
　延べ参加者　569人
・専門職による介護予防出前講
座
　派遣回数　38回
　延べ参加者734人

2

・地域包括支援センターによる
介護予防教室の開催
　開催回数95回
・専門職による介護予防出前
講座
　派遣回数　80回

Ⅲ-7-18

②高齢者や障
  がい者
（児）
  の自立支援

高齢者や障がい者の
権利擁護のための事
業（地域福祉権利擁
護事業）や成年後見
制度についての利用
促進

・ポスター、パンフ
レット等による啓発

充実

社会福祉協
議会 A

平成２５年
件数　１３件
利用者数　２６名
成人後見制度支援
件数及び無料相談
１１件 ア 2 A

周知に勤めている。

2

Ⅲ-7-18

②高齢者や障
  がい者
（児）
  の自立支援

サービスに関する情
報提供・相談体制の
充実

・地域包括支援セン
ターの相談サービス

充実

介護保険課 A

市内6か所の地域
包括支援センター
における継続相談
委託。実施対応件
数の増加あり
H23:3,775件
H24：4,474件
H25：6,277件

ウ 2

第6期介護保険事
業計画（平成26年
度策定予定）にお
いて、目標値設定

A

地域包括支援センターによる総
合相談支援（上半期実績）
1,296件

2

地域包括支援センターによる
総合相談支援　　3,010件

Ⅲ-7-18

②高齢者や障
  がい者
（児）
  の自立支援

高齢者や障がい者の
経済的負担の軽減と
就労支援

・シルバー人材セン
ター事業

充実

高齢福祉課 A

－ ワンコインサービス
の立ち上げや介護
支援の充実

事業を実施する際に
は、性別による人権
侵害や不快な状況を
起こさないなどのさま
ざまな配慮をしている 2

－ 障がい者や高齢者
に対し、ワンコイン
での簡易なサービ
スを提供するなど
介護支援事業も充
実させる

－

A

会員数が増加傾向にある

2

Ⅲ-7-18

②高齢者や障
  がい者
（児）
  の自立支援

高齢者や障がい者の
経済的負担の軽減と
就労支援

・障がい者への福祉
手当等の支給

継続

障がい福祉
課 Ａ

特別障害者手当及
び障害児福祉手当
を支給した。

2

就労機会の拡大と
雇用の安定を支援
するため山麓公園
の施設を就労支援
施設として活用を図
る。

A

特別障害者手当　37人
経過的福祉手当　 8人
障害児福祉手当　52人

2



【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅲ-7-18

②高齢者や障
  がい者
（児）
  の自立支援

高齢者や障がい者の
経済的負担の軽減と
就労支援

・地域活動支援セン
ターの運営補助

新規

障がい福祉
課 Ａ

地域活動支援セン
ター（市内２箇所）
等の運営補助を
行った。

2 Ｃ

福祉支援課事業

2

Ⅲ-7-18

②高齢者や障
  がい者
（児）
  の自立支援

高齢者や障がい者の
経済的負担の軽減と
就労支援

・市民税非課税世帯
の介護認定者への介
護サービス利用料の
負担軽減

充実

介護保険課 A

介護サービス利用
者支援事業費の給

付
不明 Ａ

本市独自の介護サービス利用
者支援事業を継続。
高額医療・高額介護合算療養費
との整合を図るため、支給は下
半期になる見込み。

2

今後、ハートフルプラン委員会
の中間答申にあるように、国
等の動向を見極めつつ見直し
を検討

Ⅲ-7-18

②高齢者や障
  がい者
（児）
  の自立支援

学習活動や世代間交
流を通して、生きが
いづくり事業の推進

・生駒市ボランティ
ア連絡協議会への運
営の支援

充実

社会福祉協
議会 A

ボランティア保険加
入費用、研修のバ
ス代助成 ウ A

市ボランティア連絡協議会の事
業充実に寄与している

2

Ⅲ-7-19

①介護家族の
  支援

家族介護支援サービ
スの充実

・家族介護支援事業
(位置情報提供システ
ム・紙おむつの給
付事業、家族介護教
室等)

継続

介護保険課 A

介護家族に紙おむ
つを支給すること
で、介護家族の負
担の軽減を図った。

高齢者を介護して
いる家族を対象に、
介護方法や介護者
の健康づくりについ
ての教室を開催し
た。

ア 2

年間８０家族に紙お
むつを支給

年間５回の家族介
護教室を開催

A

・徘徊症状のある高齢者等を介
護されている世帯に位置情報専
用の端末機を貸与
・低所得世帯で常時失禁状態の
要介護3～5認定者を介護され
ている世帯に紙おむつを給付
上半期63人 2

Ⅲ-7-19

①介護家族の
  支援

介護家族の交流の促
進

・家族介護の会運営
支援

充実

社会福祉協
議会 A

交流場所の提供、
研修のバス代助成

ウ 2 A

介護者（家族）の会の事業充実
に寄与している

2

Ⅲ-7-19

②看護や介護
  職への男女
  共同参画

ホームヘルパー等看
護や介護職を志す男
女を育成するための
研修会や講座の開催

・手話通訳者、要約
筆記

充実

社会福祉協
議会 A ウ 2 C

現在は当初目的の事業は実
施せず

2

Ⅲ-7-20

①地域福祉の
  推進

地域福祉についての
認識を深めるための
啓発の推進

・地域福祉計画の推
進

継続

高齢福祉課 A

－ 地域福祉の取組の
支援

事業を実施する際に
は、性別による人権
侵害や不快な状況を
起こさないなどのさま
ざまな配慮をしている 3

地域福祉を充実す
るのは地域福祉計
画の策定ではなく
実践であり、行政は
その取り組みへの
支援を考えていく

－ －

A

計画策定完了

1

Ⅲ-7-20

①地域福祉の
  推進

地域福祉についての
認識を深めるための
啓発の推進

・地域福祉活動計画
の策定

新規

社会福祉協
議会 A ウ 4 A

児童・生徒の福祉教育に寄与し
ている

2

Ⅲ-7-20

①地域福祉の
  推進

地域コミュニティ活
動の活性化

・自治会、婦人会、
子ども会､育友会、福
祉団体、ボランティ
ア団体等の活動支援

充実

市民活動推
進課 Ａ

・自治会へ各種補
助金交付

2

総合計画にて自治
会加入世帯数平成
29年度40,000世帯

Ａ

運営補助、研修会の実施等、継
続して実施

2

Ⅲ-7-20

①地域福祉の
  推進

地域コミュニティ活
動の活性化

・学校施設開放や余
裕教室の活用、空き
店舗の活用等交流の
場の確保

充実

教育指導課 A

全学校実施

2 Ａ

スクールボランティアへの参加
意識の向上

2

数値目標はなし

Ⅲ-7-20

②安全で安心
  なまちづく
  りの推進

ユニバーサルデザイ
ンの視点による公共
施設・交通機関等の
整備

・道路､歩道のバリア
フリー化

継続

管理課 Ａ

幹線道路における
バリアフリー化され
た歩道延長の割合
　　　　　　　７７．
１％ ウ 2

総合計画
平成２９年度　　９
０％ Ａ

交通バリアーフリー法に基づく
高齢者・身体障害者等の円滑な
利用に適する歩道の基本的構
造基準に見合う歩道整備の年
次計画路線について完了 2

道路新設、改築
等に併せて実施

Ⅲ-7-20

②安全で安心
  なまちづく
  りの推進

民生児童委員をはじ
め地域団体による高
齢者宅の巡回など、
地域の安全対策と見
守り体制の確立

・女性消防団員によ
る巡回・指導

充実

消防本部総
務課 Ａ

平成24年度は126
件、平成25年度は
154件の一人暮らし
高齢者宅防火訪問
を実施した。 2 A

・春秋の火災予防運動中に高
齢者宅防火訪問を実施。
・幼稚園を対象に防火ﾍﾟｰﾌﾟ
ｻｰﾄ(絵人形劇)の出前授業を
実施。 2

当該事業等の該当時に継続し
て実施。

25 
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【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅲ-7-20

②安全で安心
  なまちづく
  りの推進

民生児童委員をはじ
め地域団体による高
齢者宅の巡回など、
地域の安全対策と見
守り体制の確立

・女性防火クラブ活
動への支援

充実

消防本部予
防課 B

Q1で設定されてい
る後半4年間のう
ち、平成25年度か
ら女性防火クラブの
事務局が消防本部
予防課から外れた
ため。

別紙参照

ウ 3

平成25年度から事
務局が消防本部か

ら外れたため

A

クラブ員宅が率先して住宅用火
災警報器を設置し、火災予防普
及徹底を図るため、住宅用火災
報知器を中心とした防火啓発活
動等を年１０回以上実施した。 2

各自治会へ住宅用火災報知
器の協働購入を推進する。

Ⅲ-7-20

②安全で安心
  なまちづく
  りの推進

民生児童委員をはじ
め地域団体による高
齢者宅の巡回など、
地域の安全対策と見
守り体制の確立

・民生児童委員によ
るひとり暮らし高齢
者調査

充実

高齢福祉課 A

－ H21年度　　2,308件
H22年度　　2,804件
H23年度　　2,882件
H24年度　　3,122件

事業を実施する際に
は、性別による人権
侵害や不快な状況を
起こさないなどのさま
ざまな配慮をしている 2

－ 毎年1人世帯高齢
者全員の訪問調査
を実施する

－

C

平成２２年２月に実施予定

2

平成２２年２月に実施予定

Ⅲ-7-20

②安全で安心
  なまちづく
  りの推進

介助、介護や看護を
必要とする人が自立
しやすい住宅づくり
の促進

・障がい者に係る住
宅改修費の給付

継続

障がい福祉
課 Ａ

住宅改修費の補助
を行った。

2 A

住宅改修費給付件数（上半期）
１件

2

Ⅲ-7-20

②安全で安心
  なまちづく
  りの推進

介助、介護や看護を
必要とする人が自立
しやすい住宅づくり
の促進

・介護保険制度によ
る住宅改修費の給付

継続

介護保険課 A

住宅改修費の給付

1

受領委任払制度開
始

Ａ

住宅改修の上半期の給付件数
197件

2

今後とも住宅改修の給付は増
加し、平成23年度は21年度の
110％になると推計。

Ⅳ-8-21

①全庁的推進
  体制の充実

計画の総合的・効果
的な実施を促進する
ため、「生駒市男女
共同参画施策推進会
議」による計画の進
行管理

・生駒市男女共同参
画施策推進会議

充実

男女共同参
画プラザ Ａ

継続して実施

アウ 2 Ａ

継続して実施

2

Ⅳ-8-21

①全庁的推進
  体制の充実

職員の意識啓発と計
画の課題の抽出・改
善を図るため、「生
駒市男女共同参画施
策推進職員部会」の
調査・研究等の活動
の充実

・生駒市男女共同参
画施策推進職員部会

充実

男女共同参
画プラザ Ａ

継続して実施

アウ 2 Ａ

継続して実施

2

Ⅳ-8-21

①全庁的推進
  体制の充実

男女共同参画所管部
課の専管化

・男女共同参画所管
部課の専管化

継続

人権施策課 Ｃ

男女共同参画プラ
ザ（所長→課長補
佐級）で対応 4 Ｓ 2

Ⅳ-8-21

②関係機関と
  の連携強化

県女性センターをは
じめとする県所管課
及びその他の関係機
関との連携強化

・県女性センターを
はじめとする県所管
課及びその他の関係
機関との連携強化

充実

男女共同参
画プラザ Ａ

研修会等に参加
し、情報収集や連
携をふかめている。

2 Ａ

研修会等に参加し、情報収集や
連携をふかめている。

2

Ⅳ-8-21

②関係機関と
  の連携強化

近隣市町村等との連
携による情報交換、
協力体制の強化

・近隣市町村等との
連携による情報交
換、協力体制の強化

継続

男女共同参
画プラザ Ａ

研修会等に参加
し、情報収集や連
携をふかめている。

ウ 2 Ａ

研修会等に参加し、情報収集や
連携をふかめている。

2

Ⅳ-8-21

③男女共同参
  画のモデル
  職場として
  の取り組み
  の推進

男女の職域の相互拡
大による能力の活用
の促進

・消防職員の採用募
集時の機会均等、女
性消防団員の採用

継続

消防本部総
務課 Ａ

職員の採用につい
ては、採用の資格
要件に男女別を問
わずに実施してい
る。
女性消防団員につ
いては、増員に伴
い、市広報紙及び
ホームページ等を
利用して公募を実
施した結果、退団に
よる入団と増員によ
る入団で計８名の
女性団員を採用し
た。

ウ 2 B

１　に同じ

2

１　に同じ

Ⅳ-8-21

③男女共同参
  画のモデル
  職場として
  の取り組み
  の推進

昇任選考試験の受験
の奨励や女性管理職
の登用の拡大

・昇任選考試験の受
験の奨励や女性管理
職の登用の拡大

継続

人事課 Ａ

係長昇任試験女性
受験率
平成２３年度　２８．
６％
↓
平成２４年度　６０．
０％
↓
平成25年度　２５．
０％

2

－

A

（再掲）
管理職女性比率
　H21.4.1現在　21.1%
　　　　　　（174人中女性21人）
係長昇任試験受験者女性比率
　H21年度　36%
            （25人中女性9人） 2



【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅳ-8-21

③男女共同参
  画のモデル
  職場として
  の取り組み
  の推進

庁内各部における男
女共同参画推進リー
ダーの養成

・生駒市男女共同参
画施策推進職員部会

変更

男女共同参
画プラザ A

職員向け啓発紙の
作成をすることによ
り、継続して職員へ
の啓発を図る。

アウ 1 A

職員向け啓発紙の作成をするこ
とにより、継続して職員への啓
発を図る。

1

Ⅳ-8-21

③男女共同参
  画のモデル
  職場として
  の取り組み
  の推進

セクシュアル・ハラ
スメントの相談しや
すい環境整備

・｢職場におけるｾｸｼｭ
ｱﾙ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等
に関する指針｣に基づ
く相談窓口

継続

人事課 Ａ

窓口は設置した
が、相談者はいな
かった。

2

－

A

（再掲）
相談件数０件
（平成２１年度）

2

Ⅳ-8-21

③男女共同参
  画のモデル
  職場として
  の取り組み
  の推進

子育て支援として育
児休業等男性の取得
の促進

・職員だよりに掲載
する等制度の周知

充実

人事課 Ａ

子育て応援ハンド
ブックを改正し、サ
イボウズニ掲示
また、新規採用職
員研修でも周知 2

－

A

継続して実施

2

Ⅳ-8-21

③男女共同参
  画のモデル
  職場として
  の取り組み
  の推進

男女共同参画関連職
員研修の機会・内容
の充実と研修受講職
員の拡大

・男女共同参画関連
職員研修

充実

人事課 Ａ

メディア・リテラシー
研修等、男女共同
参画連携研修の実
施

2

－

A

【再掲】
職員人権問題研修の開催
人権教育講座への参加
リバティおおさか視察研修の実
施

2

Ⅳ-8-21

③男女共同参
  画のモデル
  職場として
  の取り組み
  の推進

男女共同参画関連職
員研修の機会・内容
の充実と研修受講職
員の拡大

・男女共同参画施策
推進職員部
　会

充実

男女共同参
画プラザ B

啓発の方法を工夫
すべきと思われる。

アウ 1 B

啓発の方法を工夫すべきと思
われる。

1

Ⅳ-8-22

①計画の点検
  ・評価等体
  制の整備

「生駒市男女共同参
画審議会」による計
画の点検・評価

・「生駒市男女共同
参画審議会」による
計画の点検・評価

充実

人権施策課 Ａ

例年、審議会を開
催し、実施計画に
基づく実績を審議

イ 2 Ｓ

男女共同参画社会を築くため、
男女共同参画審議会での点検
や見直しとしての役割が今後も
必要である。

1

Ⅳ-8-22

①計画の点検
  ・評価等体
  制の整備

「生駒市男女共同参
画審議会」による計
画の点検・評価

・「生駒市男女共同
参画審議会」による
計画の点検・評価

継続

男女共同参
画プラザ Ｓ

男女共同参画社会
を築くため、男女共
同参画審議会での
点検や見直しとして
の役割が今後も必
要である。 イ 1 Ｓ

男女共同参画社会を築くため、
男女共同参画審議会での点検
や見直しとしての役割が今後も
必要である。

1

Ⅳ-8-22

①計画の点検
  ・評価等体
  制の整備

・男女共同参画条例
の推進

・男女共同参画条例
の推進

充実

人権施策課 Ａ

条例に基づく各施
策の推進

アイウ 2 A

実施計画後半見直し

2

Ⅳ-8-22

①計画の点検
  ・評価等体
  制の整備

・男女共同参画条例
の推進

・男女共同参画条例
の推進

充実

男女共同参
画プラザ A

実施計画後半見直
し

2 A

実施計画後半見直し

2

Ⅳ-8-22

②市民、団体
  、事業者等
  との連携

市民スタッフとの協
働による施策・事業
の推進

・市民との協働によ
る施策・事業の推進

充実

市民活動推
進
センターら
ら
ポート

Ａ

・ららポート交流事
業「らら♪まつり」を
開催し、市内で公
益活動を行う団体
が活動を紹介した。 ウ 2

・年1回

B

企画内容により実施の有無あ
り

2

27 



28
【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅳ-8-22

②市民、団体
  、事業者等
  との連携

市民スタッフとの協
働による施策・事業
の推進

・市民との協働によ
る施策・事業の推進

充実

男女共同参
画プラザ B

企画内容により実
施の有無あり

アイウ 2 B

企画内容により実施の有無あ
り

2

Ⅳ-8-22

②市民、団体
  、事業者等
  との連携

市民や各種団体・Ｎ
ＰＯ等の活動の支援

・市民や各種団体・
ＮＰＯ等の活動の支
援

継続

市民活動推
進 Ａ

・市民自治協議会
設立に向けての支
援
・地域まちづくり活
動支援事業補助金
の創設

2

部の仕事目標にて
平成26年度1箇所

A

チラシやパンフレット等の配架に
より、情報提供を支援する

2

パンフレットの配架等により、
情報提供に努める

Ⅳ-8-22

②市民、団体
  、事業者等
  との連携

市民や各種団体・Ｎ
ＰＯ等の活動の支援

・市民や各種団体・
ＮＰＯ等の活動の支
援

継続

市民活動推
進
センターら
ら
ポート

Ａ

・ボランティアなど
NPOが、活動を続
けていくために必要
な組織のマネージメ
ント力を高めていく
組織活力アップ講
座を託児付で開
催。また、開催日を
土曜日とする講座
を設ける等、平日に
働いている人も参
加しやすいよう配慮
した。

ウ 2

・年間３テーマ開催

A

チラシやパンフレット等の配架に
より、情報提供を支援する

2

パンフレットの配架等により、
情報提供に努める

Ⅳ-8-22

②市民、団体
  、事業者等
  との連携

市民や各種団体・Ｎ
ＰＯ等の活動の支援

・市民や各種団体・
ＮＰＯ等の活動の支
援

継続

男女共同参
画プラザ A

チラシやパンフレッ
ト等の配架により、
情報提供を支援す
る アウ 2

パンフレットの配架
等により、情報提供
に努める

A

チラシやパンフレット等の配架に
より、情報提供を支援する

2

パンフレットの配架等により、
情報提供に努める

Ⅳ-8-22

②市民、団体
  、事業者等
  との連携

先進的事業者等との
連携や情報提供

・先進的事業者等と
の連携や情報提供

継続

男女共同参
画プラザ B

商工会議所との連
携や、地域性によ
り、実施困難

アウ 2

パンフレットの配架
等により、情報提供
に努める

B

商工会議所との連携や、地域
性により、実施困難

2

パンフレットの配架等により、
情報提供に努める

Ⅳ-8-22

③苦情や意見
への対応

県等関係機関等との
連携強化

・県等関係機関等と
の連携強化

継続

男女共同参
画プラザ A

継続して実施

2 A

継続して実施

2

Ⅳ-8-22

③苦情や意見
への対応

苦情処理機関の設置 ・苦情処理機関の設
置

継続

男女共同参
画プラザ A

生駒市男女共同参
画推進条例施行規
則により完了

ウ 2 A

生駒市男女共同参画推進条例
施行規則により完了

2

Ⅳ-8-23

①相談機能の
  充実

ＤＶやセクシュア
ル・ハラスメントの
被害を受けた女性の
ための相談体制の充
実

・各種相談窓口 充実

男女共同参
画プラザ A

平成２５年度一般
相談：実績６３３件
（ＤＶ１０３件）

ウ 2 A

平成２０年度実績５７７件

2



【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅳ-8-23

①相談機能の
  充実

各課、関係機関等と
の連携による総合的
な相談体制の整備

・各課、関係機関等
との連携による総合
的な相談体制の整備

継続

男女共同参
画プラザ A

情報交換等を行っ
ている

ウ 2 A

情報交換等を行っている

2

Ⅳ-8-23

②情報収集・
  提供機能の
  充実

情報コーナーにおけ
る男女共同参画等関
連図書・資料の充実

・男女共同参画プラ
ザの情報コーナー

充実

男女共同参
画プラザ A

必要な情報を収集
し、充実に努めてい
る。

アウ 2 A

必要な情報を収集し、充実に努
めている。

2

Ⅳ-8-23

②情報収集・
  提供機能の
  充実

男女共同参画関連の
調査・研究の推進

・男女共同参画関連
の調査・研究の推進

充実

男女共同参
画プラザ A

条例制定時には、
総合的に検討を
行った。

1 A

条例制定時には、総合的に検
討を行った。

1

Ⅳ-8-23

②情報収集・
  提供機能の
  充実

各課、関係機関等と
の連携による情報収
集・提供機能の充実

・男女共同参画週間
に係るブックフェア

充実

男女共同参
画プラザ A

週間にはブックフェ
アを開催するなど
啓発の継続を図っ
ている アウ 1 A

週間にはブックフェアを開催する
など啓発の継続を図っている

1

Ⅳ-8-23

②情報収集・
  提供機能の
  充実

男女共同参画情報誌
の発行やホームペー
ジの活用による情報
提供機能の充実

・男女共同参画プラ
ザのホームページを
中心に男女共同参画
情報誌、啓発冊子等
の発行、市広報紙で
の特集記事の掲載

充実

男女共同参
画プラザ A

週間における広報
記事掲載等行い、
啓発に努めている

アウ 1 A

週間における広報記事掲載等
行い、啓発に努めている

1

Ⅳ-8-23

②情報収集・
  提供機能の
  充実

関係機関・団体等と
の連携による女性の
チャレンジを支援す
るための各種情報の
提供（再掲）

・男女共同参画プラ
ザのホームページを
中心に男女共同参画
情報誌、啓発冊子等
の発行、市広報紙で
の特集記事の掲載

充実

男女共同参
画プラザ B

継続して実施

アウ 2 B

継続して実施

2

Ⅳ-8-23

③学習・研修
  機能の充実

各種講座の開催やい
こま女と男You&I
フェスタなど講演会
等の開催

・各種講座の開催や
いこま女と男You&I
フェスタなど講演会
等の開催

充実

男女共同参
画プラザ A

継続して実施し、毎
回盛況であり、充実
したものである

アイウ 2 A

継続して実施し、毎回盛況であ
り、充実したものである

2

Ⅳ-8-23

③学習・研修
  機能の充実

県等が主催する男女
共同参画リーダー養
成講座等への参加の
促進

・県等が主催する男
女共同参画リーダー
養成講座等への参加
の促進

充実

男女共同参
画プラザ A

講座内容を精査し
て参加する。

アイウ 2 A

継続して実施し、充実したもの
である

2

Ⅳ-8-23

③学習・研修
  機能の充実

女性のエンパワーメ
ントに向けた意識啓
発と学習活動への支
援（再掲）

・女性のエンパワー
メントに向けた意識
啓発と学習活動への
支援

充実

男女共同参
画プラザ A

継続して実施し、充
実したものである

2 A

継続して実施し、充実したもの
である

2

29 



30
【女と男　Ｙｏｕ＆Ｉプラン（第２次）実施計画に係る後半の評価等の調査票】

Ｑ１．実施状況
等について

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ
Ｂ：ある程度実施
→Ｑ（２）、（３）へ
Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場
合に記入
→Ｑ（４）へ

Ｑ（４）事業の実施に
あたり男女共同参画
の視点が考慮されて
いますか。
考慮されている項目
があれば、記入

㋐事業を実施する際
には、男女を対等な
関係として認識し、
「男性の役割」「女性
の役割」といった社会
的・文化的に形成され
た固定的な性別役割
分担意識にとらわれ
ない内容になっている
㋑事業を実施する際
には、男女がそれぞ
れ参加あるいは参画
するように配慮すると
ともに、男女格差があ
る場合には、是正の
ための措置を講じて
いる
㋒事業を実施する際
には、性別による人
権侵害や不快な状況
を起こさないなどのさ
まざまな配慮をしてい
る

Ｑ（５）今後の実施予
定

１：第2次よりもっと充
実する
→Ｑ（７）へ
２：このまま継続する
→Ｑ（７）
３：廃止又は取消し
→Ｑ（６）
４：完了
→Ｑ（６）

Ｑ（６）理由

Ｑ（５）が３、４の場合
に記入

Ｑ（７）数値目標及び
目標年度

部の目標や総合計画
等で目標とされている
ものを記入

Ｑ（８）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列欄）
の事業があれば記入

その他

Ｑ（１）実施状況

Ｓ：予定以上
→Ｑ（３）へ
Ａ：予定通り
→Ｑ（３）へ

Ｂ：ある程度実
施

→Ｑ（２）、（３）
へ

Ｃ：未実施
→Ｑ（２）へ

Ｑ（２）理由

Ｑ（１）がＢ又はＣの場合に記
入

Ｑ（３）成果

Ｑ（１）がＳ、Ａ、Ｂの場合に記入

Ｑ（４）今後の実施予
定

１：もっと充実する
→Ｑ（６）へ

２：このまま継続する
→Ｑ（６）

３：廃止又は取消し
→Ｑ（５）
４：完了
→Ｑ（５）

Ｑ（５）理由

Ｑ（４）が３、４の場合に記
入

Ｑ（６）数値目標及び目標年度

総計や他の計画等で設定され
ている場合も含め記入

Ｑ（７）既事業以外に
同施策項目（Ｂ列
欄）の事業があれば
記入

その他

前半調査分後半調査分

Ｑ１．実施状況等について Ｑ２．次期計画(第３次）の予定等について Ｑ２．今後の予定等について

実施
区分

項目 施策項目 施策内容 該当事業 担当課

Ⅳ-8-23

④交流機能の
  充実

個人や団体・グルー
プ等の交流ネット
ワークづくりの支援

・男女共同参画プラ
ザ主催の講座終了生
の会への支援

充実

男女共同参
画プラザ A

情報提供に努めて
いる。

2 A

情報提供に努めている。

2

Ⅳ-8-23

④交流機能の
  充実

個人や団体・グルー
プ等の活動の支援

・個人や団体・グ
ループ等の活動の支
援

継続

男女共同参
画プラザ A

情報提供に努めて
いる。

ウ 2 A

情報提供に努めている。

2

Ⅳ-8-23

⑤男女共同参
画プラザ利用
者の利便性の
向上

講座等開催における
多様な開講日､時間､
場所等の工夫

・講座等開催におけ
る多様な開講日､時
間､場所等の工夫

変更

男女共同参
画プラザ A

参加し易いように、
土曜日開催等工夫
して実施 アイウ 2 A

参加し易いように、土曜日開催
等工夫して実施

2

Ⅳ-8-23

⑤男女共同参
画プラザ利用
者の利便性の
向上

市民の利用しやすい
開館時間等の拡大

・市民の利用しやす
い開館時間等の拡大

新規

男女共同参
画プラザ A

参加し易いように、
時間等工夫して実
施

アウ 2 A

参加し易いように、時間等工夫
して実施

2

Ⅳ-8-23

⑤男女共同参
画プラザ利用
者の利便性の
向上

子育て中の男女の参
画を促すための託児
サービスの充実

・男女共同参画プラ
ザ講座修了生の会
「あゆみの会」等に
よる託児サービス

継続

男女共同参
画プラザ A

参加し易いように、
時間等工夫また、
託児サービスを
行って実施 2 A

参加し易いように、時間等工夫
また、託児サービスを行って実
施

2

Ⅳ-8-23

⑤男女共同参
画プラザ利用
者の利便性の
向上

障がいのある人など
が利用しやすい設
備・サービスの充実

・男女共同参画プラ
ザ開催イベント等で
の車椅子席の確保、
手話通訳者配備

継続

男女共同参
画プラザ A

参加し易いように実
施

2 A

参加し易いように実施

2


